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平成17年度　関東農政局行動計画評価結果
 

平成18年３月31日現在

推　進　事　項 評　価　結　果

１　新基本計画に基づく農業構造改革の推進
　　�望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成・

確保、農地の有効利用の促進、環境保全型農業
の推進、輸出の促進等を通じて、農業の持続的
な発展を図る。

１－（１）担い手の育成・確保の推進
　【目標】
　・認定農業者の増
　・特定農業団体の増
　・「担い手経営安定対策」の加入者の増

【評価】
・�局幹部等が直接現地に赴き、都県、市町村、農業者

団体等関係者に対し説明会や意見交換会に取り組ん
だ結果、担い手育成・確保に係る施策への理解が進
んだ。

・�認定農業者及び特定農業法人が増加したとともに、
管内初の特定農業団体が設立され、地域の担い手育
成・確保の一層の推進に波及効果をもたらした。

　〇地域の担い手の認定農業者への誘導
　・リーフレットの配布
　・�地域水田農業ビジョンに位置づけられた担い手

の認定農業者への誘導（～９月）
　・�今後育成すべき農業者の認定農業者への誘導 

（～８月）
　・優良な取組事例の把握・公表（５月）
　・認定農業者制度運用資料集の作成（６月）

　〇集落営農の組織化、法人化の推進
　・リーフレットの配布
　・集落営農事例集の作成（５月）
　・�集落営農へのステップアップ気運の醸成活動 

（～８月）
　・�集落営農の組織化が可能と認められる組織への

啓発活動（～８月）

・�担い手の育成を図るため左記の取組を実施し、地域
の担い手の認定農業者への育成・発展を図る体制整
備が図られるとともに、認定農業者制度に関する農
業者の理解が進んでいる。

・�集落営農の組織化・法人化については、品目横断的
経営安定対策の加入要件を満たす組織を育成確保す
るため左記の取組を実施し、気運の醸成が図られて
いる。

　・�中山間地域直接支払対象地区に対する啓発活動
（～８月）

・ 17年度から新対策として推進する本制度の積極的な
推進のため各都県、市町村を指導し、再協定、通常
単価率の向上が図られた。

　　 再協定率 91％（８月末）→ 93％（１月末） 
通常単価 45％（８月末）→ 59％（１月末）

　　　　（注：数値（率）は面積ベースで見込み値）

　〇「担い手経営安定対策」の加入促進（～６月）
　・�農業者にわかりやすい具体的メリットを示した

リーフレットの作成、加入への働きかけ

　・�地域水田農業推進協議会等の活動に農政事務所
が積極的に協力

・�農業者からも、分かりやすいリーフレットとのこと
であり、前年に比べ加入者が増加したことは制度の
浸透があった。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　○担い手育成総合支援協議会の設立・活動支援
　・担い手育成・確保シンポジウムの開催（５月）

　・担い手育成・確保ホームページによる情報提供

・�管内の行政、ＪＡ等を参集し、富山大学の酒井教授
を始め、先進地から指導者を招いて、特定農業団体
の育成を中心議題として開催し、管内各地域での人
材の育成や組織の強化が図られた。

　○基盤整備実施地区における担い手の確保 ・�基盤整備実施地区における担い手の確保が着実に進
んでいる。

・�今後も担い手確保のための農地利用集積と連携して
効果的な基盤整備を進めていく。

　○�都県基本方針及び市町村基本構想の見直し 
（９月）

・�年度内の基本方針策定の目途がつくとともに、基本
構想の見直し作業が進んでいる。

　〇�担い手への農地利用集積の推進 
経営規模拡大の推進を図るため担い手の農地利
用集積に直接介入している市町村、農業委員会、
農地保有合理化法人等の取組を支援

　・�経営基盤強化促進法の普及や事業推進を図るた
めの会議等の開催（４月～９月）

　・ 農地利用集積に係るホームページでの情報提供
の充実 
ア　平成17年度新規事業の紹介（４月～ 10月） 
イ　 農業経営基盤強化促進法の改正内容（10月）

　・�農地利用集積の促進を図るため、施策等の現地
への普及・啓発活動を実施（随時）

・ 改正法施行（９月１日）後、９月中に基本方針を変
更した県が４県（神奈川県、山梨県、長野県、静岡
県）、12月中に２県（千葉県、東京都）、18年１月中
に２県（群馬県、埼玉県）、２月中に１県（茨城県）、
３月中に１県（栃木県）と年度内に管内すべての都
県において、基本方針の変更を終えたことから、円
滑な進捗が図られたと評価できる。

・ 地域内の農地情報を公開し、地域外から広範に農地
の引き受け希望者を募集できる仕組みについて、普
及・啓発を行った。実施市町村の多くが農地情報を
３月に公開予定であり、成果が現れるのはもう少し
時間がかかる。

　〇 管内農業経営体代表者との意見交換を実施する
等による、望ましい農業構造の確立に向けた経
営体を支援するための方策の検討・意見交換会
の実施 

（年６回、２ヶ月に１回程度開催）

・�各経営代表者の農政に対する理解の醸成が図られ
た。

・�意見についてはとりまとめ、今後の施策への反映を
図っていく。

　○女性の農業経営への参画の推進
　・ 女性農業者等との意見交換会等の実施 

ア　活き活き女性交流会の開催（９月） 
 
イ　女性起業フォーラムの開催（12月）

・女性農業者の起業活動への理解が深まった。

・女性農業者への認定農業者制度の周知が図られた。
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推　進　事　項 評　価　結　果

１－（２）米政策改革の着実な推進
　【目標】
　・�地域水田農業ビジョンに記載されている数値目

標の達成率：80％以上
　・集荷円滑化対策加入件数の増

【評価】
・�米の集荷円滑化対策の周知を図ったが、生産者段階

では廃業農家数の増加及び生産者の直売が増えてお
り加入メリットを感じない等から対策への加入件数
の増加は図られなかった。今後とも加入促進に向け
た取組の強化が必要。

　○�関東農政局米政策改革推進行動計画に基づく行
動の着実な実施

　・ 米政策関連情報の電子メールによる配信（年12
回発行）

　・�重点支援地域への現地支援活動の実施（９地域
への支援を実施）

　・地方段階でのアドバイザリー活動（随時）

・�電子メールの配信から１年以上が経過し、米政策改
革等に係る地域の担当者に対する情報伝達ツールと
して定着している。 
今後とも、担い手育成・確保に係る情報を含め、 
適切に配信を行うことが重要と考えられる。

・�実施地域においては、県内発の特定農業団体が設立
される等、一定の成果が得られている。

・�引き続き、フォローアップを行い、支援活動が実を
結ぶよう努力することが重要と考えられる。

　○�昨年度の各地域における取組状況を調査・分析
とそれに基づく行動の実施

　・ビジョンの実施状況に係る調査の実施（５月）

　・地域水田農業に係る調査の実施（６月）

　・�取組状況の調査・分析結果や新たな経営安定対
策の検討状況を踏まえ、新たな取組を実施 

（８月）

　・地域水田農業に係るシンポジウムの開催

・ 調査の結果、地域水田農業ビジョンの実現に向けて、
「担い手の明確化・育成及び土地利用集積」の取組
を一層推進する必要性が伺われたことから、17年度
下半期の取組内容を当該事項に重点化する等、 
効果的な取組の推進に資する調査となった。

・�本調査の結果については、新たな需給調整システム
の移行に向けた検証等を行う、食料・農業・農村政
策審議会総合食料分科会食糧部会の資料として提供
し、検討材料として有効活用を行うこととしている。

・ 意見交換においては、担い手育成・確保に向けて、
分かりやすいパンフレットや集落営農組織の規約・
経理の例の提供、地域リーダーへの速やかな情報提
供等を行うことが有効な支援方策であることを把握
した。 
これに基づき、11月には関東農政局担い手育成・確
保推進行動計画を策定するとともに、同計画に基づ
き、地域リーダーへの重点的な支援、シンポジウム
の開催等を実施する等の取組に繋がった。

・ 参加者も例年になく多く、その後の反響も大きかっ
たことから、水田農業の構造改革に向けた担い手育
成・確保の取組の推進に繋がったものと考えられる。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　〇�コメの集荷円滑化対策等への加入促進及び各種
対策の的確な実施に向けた指導

・�生産者段階では廃業農家数の増加及び生産者の直売
が増えており加入メリットを感じない等から対策に
関する理解が得られなかった。（現場では加入拡大
に限度感が見られる。） 
新たな需給調整システムへの移行に向けて、引き続
き集荷円滑化対策の周知・徹底を図っていく。

・�収穫前から豊作を想定して周知活動を行ったことか
ら、発動後のＪＡ等生産調整方針作成者の対応は円
滑に行われた。

　〇�利根川流域水田農業構造改革検討会議への取組
等

　・�地域水田農業ビジョンの促進に資するため、引
き続き市町村との意見交換等フォローアップの
実施（２回）

・�埼玉県から提案のあった水田の段階的なほ場整備に
ついては、現状に即した効果的な方策と考えられる
ことから、今後、その実施に向けた具体的課題につ
いて検討する。

１－（３）生産振興の着実な推進
　【目標】
　・認定農業者の増

【評価】
・ 麦、大豆の産地強化計画の策定が進み、管内の麦作

付面積の約８割、大豆作付面積の約６割をカバーす
ることができた。

・ 野菜産地強化計画の策定促進に取り組んだ結果、各
産地での策定が進み、266産地まで増加した。

　〇麦・大豆の生産安定と品質向上対策の推進
　・�実需者のニーズに即した良品質麦・大豆の安定

生産、優良品種の普及推進
　　　ア　�実需者のニーズに即した麦の新品種等の

普及を図るための検討会等の実施（２月）

　　　イ　�良品質大豆生産のための現地検討会の開
催（８月～９月）

　　　ウ　�共励会を通じた優良事例の収集と情報提
供（麦・大豆）

　　　エ　�生産、実需、試験研究、行政等関係者の
連携強化のためのフォーラムの開催 

（２月）

・�現在、育成中の品種、最近育成された品種について
の評価が得られ、各県における品種導入計画や新品
種育成計画に反映された。

・ 現地検討会に約200名の参集を得て、大豆不耕起栽
培の導入効果が関係者に広く認識された。

・�麦・大豆生産の優良経営等の事例の収集・提供によ
り優良経営等の実態について啓発が図られた。

・ 産地強化計画が、麦51、大豆45策定され、今後、各
産地が努力していく方向が整理された。（管内麦作
付面積の約８割、大豆作付面積の約６割をカバー）

・�今後、産地強化計画に沿った取組が行われるよう
フォローが重要である。

・�学識経験者を中心に生産、実需、行政のそれぞれか
ら、国産大豆振興の現状と課題について提示があり、
これを踏まえて参加者を含め総合討議を行ったこと
により参加者に大豆関係者の理解と連携の必要性が
認識された。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　〇野菜・果樹産地の構造改革の推進　
　・�野菜・果樹産地の構造改革を促進するための改

革計画の策定推進
　・ 産地改革推進のための情報交換会等の実施 

（６月、２月）

・ 都県担当者との間で策定推進の必要性についての認
識が深まった。

・ また、本会議において農政局と各県が協力し策定推
進のためのキャラバンの取組を実施することとし
た。

・ 本キャラバンの実施成果や各県独自の策定推進の取
組等により、各産地で強化計画の策定が進んできて
いる。

・ 産地強化計画の策定数は３月末現在266産地となる
見込み。

・ 産地改革計画の策定数は現在ゼロであるが、各県で
は産地改革の基本となる「果樹振興計画」の見直し
を３月中に終えることとなっており、今後、策定が
進むものと思われる。

　○�業務用の多様なニーズへの的確な対応により野
菜産地の構造改革を推進

　・生産者と実需者との情報交換会等の実施（10月）

　・加工・業務用野菜現地研修会の実施

・�参加者アンケート結果によると、回答した多数の参
加者が情報交換会の内容について参考になったと評
価している。このような取組を継続することにより、
加工・業務用への国産野菜の安定供給に対する関心
が高まってきている。

・�参加者アンケート結果によると、回答した多数の参
加者が研修内容について大変参考になったと評価し
ている。このような取組は実需者と産地の取引推進
の機運を高める効果があることから継続し実施して
いく必要がある。

　○特定の品目の課題等に応じた各種取組
　・�熱帯フルーツ栽培セミナー（比較的低温に強い

品目）

　
　・�でん粉原料用かんしょ品目別経営安定対策の周

知

　・花き産業振興方針の周知

　・改正種苗法の関係者への周知

　〇肉用牛増頭の推進　
　・�肉用牛増頭に向けた啓発活動の推進、増頭方策

の検討
　　　ア　講演会の開催（１～３月）
　　　イ　現地研修会の開催（９～ 11月）
　　　ウ　 学識経験者、生産者、行政等による検討

委員会の開催（12月までに６回程度）

・�本セミナーの開催を通じて、参加者の多くが関東地
域においての熱帯フルーツ栽培等の新規作物導入の
必要性を認識した。

・�新対策について説明会を開催し、県担当から農家ま
で内容について理解が図られた。

・�花き産業振興方針に基づく具体的な取組の必要性が
認識された。

・�ブロック説明会を受け、各都県段階で説明会を開催
し、改正内容が末端まで浸透した。

・�現地検討会、検討委員会等による関係者との意見交
換等を通じ、関東地域の現状を踏まえた肉用牛の増
頭方策をとりまとめ、報告書としてまとめることが
できた。

・�更に、報告書の提言内容に関する研修会を開催し、
普及啓発を進めることができた。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　〇鳥獣害対策の推進
　・�鳥獣被害の軽減に向けて関係者の連携の推進と

情報の共有化
　　　ア　�鳥獣対策に係る情報の共有化及び連携推

進のための連絡会議等の開催（９月）

　　　イ　�ホームページによる鳥獣害対策に関する
情報提供（随時）

・�鳥獣害対策を円滑に進めるには、他省庁、試験研究
機関、大学等との連携、施策・情報等の共有が重要
であることから、引き続き、情報・意見交換等を実
施する。

・�被害防止技術を地域に普及させる観点から被害防止
対策技術検討会を開催したが、参加者からのアンケ
ート結果では、概ね好評であった。 
次年度においても、被害防止技術の普及を目指した
検討会を開催する予定

・�各種情報の受発信や情報の共有化を目的とした「鳥
獣害対策情報」のページ開設により、情報発信の体
制が図れた。 
引き続き被害対策の一助となるよう、随時更新を行
い新たな情報の提供に努める。

　○　�生産資材費低減の推進 
資材費低減のための行動計画の改定促進

・�行動計画改訂について周知を図った結果、各都県に
おける「農業生産資材費低減のための行動計画」の
改訂作業も進み実施体制が整った。

　〇�畑地における特色ある産地づくりや高度な営農
を促進するための取組 
畑地における特色ある産地づくりや高度な営農
を促進するため、関東管内の国営事業地区等に
おいて、畑地かんがいの段階的整備等の推進に
より、関連事業を含めた事業効果の早期発現を
促進

・�畑地かんがいの段階的整備については、各県から多
様な意見が出されたことから、これらの意見を踏ま
え、各種課題について検討を行い、段階的整備を推
進する。

・�畑地かんがい推進の取組方向について検討し、事業
効果の早期発現促進を図った。

１－（４）環境保全型農業の推進
　【目標】
　・エコファーマーの増加

　・�ホールクロップサイレージ作付け面積 
（次年度実績にて評価）

　・水田放牧取組数・頭数（次年度実績にて評価）

　・国産稲わらの畜産利用の推進

【評価】
・�環境保全型農業への取組の重要性が理解され、エコ

ファーマーの認定件数が着実に増加した。
・�水田での飼料作物の増産に向けた取組により稲発酵

粗飼料の作付面積は着実に増加した。
・�需要と供給側を結ぶリストとマップを活用した取組

や農協、市町村、農業者等による稲わら収集拡大の
努力等の結果、管内の稲わらの不足はほぼ解消した。

　○�エコファーマーの推進活動などを通じた環境保
全型農業の推進

　・ エコファーマーの認定状況の把握（４月、７月、
10月、１月）

　・ 環境保全型農業の優良事例の収集と事例発表会
の開催（３月）

・ エコファーマーの認定について、17年12月現在の認
定数件は25,605件となっており、17年４月から12月
の間に4,733件が認定されており、着実に増加して
いる。

・�環境保全型農業の優良事例の収集・提供により、環
境保全型農業への取組の啓発が図られた。



巻
末
参
考

巻末参考

– 302 – 

推　進　事　項 評　価　結　果

　・�環境保全型農業の推進のための推進会議等の開
催（６月）

・�各都県における環境保全型農業推進の取組等につい
ての意見交換を行っており、エコファーマーの増加
に併せて環境保全型農業の取組も普及している。

　○地力増進・土壌保全対策の推進
　・ 地力増進、土壌保全技術の普及のための研究会

等の開催（６月、10月）

・�地力増進・土壌保全に係る情報の共有が図られた。 
また、若手研究者の調査技術等の研鑽が図られた。
今後も引き続き実施する。

　〇農業環境規範の普及・啓発
　・情報交換会等の実施（６月）

　・ホームページ等による普及・啓発活動の実施

　○農業生産環境保全施策の普及
　・�農業生産活動に伴う環境への負荷の大幅な低減

を図るための営農活動への支援策の普及・浸透
活動の実施。

・ 都県担当者等に対する説明会等の実施やホームペー
ジに掲示するなどして周知や理解等を図ることがで
きた。強い農業づくり交付金事業等への要件化によ
り、17年度においては推進事業21件、整備事業61件
について農業環境規範点検シートが作成又は点検さ
れた。

・ 営農活動支援制度については、制度の具体化が遅れ
ていることもあり、浸透が進んでいない状況である。
引き続き普及啓発活動を行っていく必要がある。

　〇�耕畜連携の推進 
家畜排せつ物の利用の促進及び啓発活動

　・�たい肥の需要側と供給側を結ぶシステムづくり
の推進

　　　ア　優良事例の調査・分析（～ 10月）
　　　イ　 地域における需要側と供給側を結ぶシス

テムづくりの啓発活動（10月～３月）

・�たい肥の需要側と供給側を結ぶシステムの推進に資
するたい肥の需給リスト及び優良事例集を作成し、
今後の啓発活動に利用することができることとなっ
た。

　・水田における自給飼料増産の推進 ・�需給リスト、マップを活用した増産活動を進めるこ
とにより、国産稲わらの利用推進、稲発酵粗飼料の
生産拡大等の飼料増産を図ることができた。

・�飼料増産を推進する重要な役割を担う農作業受託組
織の育成の機運を盛り上げることができた。

　・�水田での飼料作物作付の拡大（水田放牧を含む）
　　　�ア　優良事例の調査・分析（４月） 

イ　研修会等の開催（９月）

　・地域稲わら利用推進システムづくりの推進
　　　ア　�優良事例、アンケートによる調査分析 

（４～８月）
　　　イ　�需要と供給情報の調査及び県を通じて 

の情報提供（８月）

・ 17年度の稲発酵粗飼料の作付面積は前年度に比べ
93.2ｈａ増加し、690.5ｈａまで拡大を図ることがで
きた。

・ 各畜産農家、市町村、農協等による稲わら収集拡大
の努力、ブロック内での稲わら広域流通等による供
給調整等の結果、中国からの輸入停止に伴う関東管
内の稲わら不足はほぼ解消することができた。（昨
年度と比べ新たに9,239トンの国産稲わらの確保が
図られた）

　○食品残さの飼料化の推進 ・�シンポジウムの開催、取組事例の紹介等を通じて、
従来の「残ぱん養豚」等といったイメージから、食
品の循環利用、循環畜産に関する関係者の意識改革、
取組に対する理解の醸成、普及啓発を進めることが
できた。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　〇基盤整備を契機とした環境保全型農業の推進
　・�基盤整備や土づくり施設等の整備を総合的に実

施する地域環境保全型農業推進総合整備事業の
推進を図るため、都県に対し普及啓発を行う。 

（５月）

・�都県担当者への普及啓発により静岡県で１地区事業
採択 
今後も普及啓発を行う。

１－（５）遊休農地の活用
　【目標】
　・�耕作放棄地対策を記載した市町村基本構想策定

数

【評価】
・�管内の都県や市町村において実施した説明会等の取

組により、管内すべての都県において、基本方針の
変更を終えたことから、今後、管内市町村の基本構
想の見直しも円滑に図られることが期待される。

・�遊休農地の活用について、農政局独自に作成したパ
ンフレットの配布やセミナーの開催等により、管内
関係者の理解が深まった。

　○�経営基盤強化促進法の普及や、事業推進を図る
ための会議等の開催（４月～９月）（再掲載）

・ 改正法施行（９月１日）後、９月中に基本方針を変
更した県が４県（神奈川県、山梨県、長野県、静岡
県）、12月中に２県（千葉県、東京都）、18年１月中
に２県（群馬県、埼玉県）、２月中に１県（茨城県）、
３月中に１県（栃木県）と年度内に管内すべての都
県において、基本方針の変更を終えたことから、円
滑な進捗が図られたと評価できる。

　○�遊休農地の有効活用を図るため、地方自治体に
対し以下を誘導（４月～）

　・遊休農地の実態調査及び分布図の作成
　・遊休農地活用情報の公表

　○�遊休農地活用に関し地方自治体を指導するため
の局内体制整備として「遊休農地活用支援チー
ムを設置」（５月）

・�遊休農地の活用に意欲を示す市町村を対象に、遊休
農地活用支援チームによる現地支援を行った結果、
市町村における各種施策への疑問点の解消及び遊休
農地活用の新たな活用の展開等について助言でき、
更なる遊休農地の活用の推進を図ることができた。
次年度以降も市町村への取組を行う必要がある。

　〇�取りまとめ報告を関東食料・農業・農村情勢報
告書への掲載（６月）及びセミナーの開催（９月）

１－（６）農産物・食品等輸出促進
　【目標】
　・展示会等新規参加者数
　・契約成立数の増加数

【評価】
・�輸出促進のための検討会やセミナーを通じて、食品

企業や農業関係団体、市町村、輸出に関心のある生
産者等関係者の貿易実務や輸出相手国の制度等への
認知度が向上した。また、輸出関係情報の随時配信
に努めた結果、展示会への出展者数、商談件数、新
規成約件数とも増加した。

　○輸出促進ネットワークの構築
　・輸出戦略・検討会議の開催（６月、10月） ・�輸出に関心のある生産者、食品企業等をはじめ、関

係機関、農業関係団体間で輸出の取組について情報
の共有が図られた。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　・先進事例検討会等の実施（４回程度）

　・輸出相談窓口活動の推進

　○輸出促進のための情報提供等の取組
　・ホームページ等による情報の提供

　・電子メール等での情報提供

・�農産物輸出の可能性について認識が向上。地方自治
体、ＪＡ等による輸出体制の検討が増加。国際情勢
を考慮した生産・販売体制への理解が深まった。貿
易実務についての認知度が向上した。

・�輸出に関心のある者の現地情報や知的財産保護対策
等の認知度が向上した。

・�輸出に取り組んでいる又は関心のある市町村・ＪＡ
がどのような品目・輸出相手国に関心があり、どう
いう支援を求めているか把握でき、各種検討会・セ
ミナーの取組内容に反映された。

・�各統計・情報センター等と一体的に輸出促進につい
て啓発したことにより、生産者等の認知度が向上し
た。

・�輸出関係情報、諸外国の輸出制度等に関する照会に
ついて適宜対応した。

・�輸出関連情報が簡単に得られるよう、農政局のホー
ムページから分かりやすくアクセスできる輸出情報
画面を設定した。

・ 電子メール会員（92名）等に、各種情報を随時配信
した。

２　食の安全・安心の確保への取組と食育の推進
　　�ＢＳＥ等を契機に食の安全に対する国民の信頼

が揺らいだことから、リスク分析に基づいた食
の安全や消費者の信頼の確保に向け、リスク管
理、食品表示の適正化、着実なリスクコミュニ
ケーションや食育を推進する。

２－（１）食の安全・安心確保のためのリスク管理
　【目標】
　・農薬の不適正使用事例が前年度に比べ減少

　・飼料の不適正使用事例が前年度に比べ減少

　・�水産用医薬品の不適正使用事例が前年度に比べ
減少

【評価】
・�適正使用の徹底のため、引き続き使用者に対する普

及啓発等の継続が必要である。

　○生産資材の適切な使用・管理に向けた取組
　・生産者に対する農薬の使用実態調査の実施

　・畜産農家に対する飼料の使用状況調査の実施

　・�ＢＳＥに関連して、食肉残さを原料として肥料
や飼料を製造する業者の原料収集先において、
牛のせき柱が原料に含まれないことの確認調査

・�適正使用の徹底のため、引き続き使用者に対する普
及啓発等の継続が必要である。

・�ＢＳＥ発生防止対策としての牛のせき柱混入防止が
図られた。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　・�豚由来の肉骨粉等製造業者の原料収集先におい
て、豚由来のたん白質が、他の動物由来のたん
白質との混入を確実に防止した工程から得られ
たものであることの確認調査

　・�養殖経営体に対する水産用医薬品の使用実態調
査の実施

　・�ＢＳＥ対策に係る飼料規制強化として、畜産農
家に対する給与禁止飼料の誤用、流用防止の周
知徹底

　・�高病原性鳥インフルエンザ等の特定家畜伝染病
の発生予防のため、防疫指針、飼養衛生管理基
準の周知徹底

・�ＢＳＥ発生防止対策としての豚由来のたん白質と他
の動物由来のたん白質との混合防止が図られた。な
お、申請予定業者に対する現地指導においては、改
善が必要な工程もみられたことから、引き続き、事
前の現地指導を含めた確認調査の継続が必要である。

・�各畜産農家に対してＢＳＥ発生防止対策及び特定家
畜伝染病のまん延防止策の周知徹底が図られた。

　○農産物に含まれる有害物質に対する取組
　・�有害な重金属やダイオキシン類などについての

産地段階におけるリスク要因分析等のための調
査の実施

　　　ア　国内産米穀のカドミウム調査
　　　イ　国内産米穀及び麦類の残留農薬調査
　　　ウ　�有害物質（ダイオキシン、鉛、ヒ素、水銀、

かび毒等）実態調査

・農家における農薬適正使用が促進された。

・�高リスク地域における産地段階での汚染防止対策の
普及及びその効果等の把握により、産地におけるカ
ドミウムのリスク管理対策が向上した。

　○緊急時への対応
　・�高病原性鳥インフルエンザ等の緊急事態には、

関係機関、自治体等と連携して対応
・�茨城県、埼玉県における防疫措置に対し適切な協力

が出来た。

・�不適切な表示を改善することにより、消費者の冷静
な対応に寄与することが出来た。

・�茨城県、埼玉県を含めた各都県における本病の迅速
かつ適切なまん延防止措置を促進することが出来
た。

・�今般の経験を踏まえ、対応マニュアルを改定し、今
後、事案発生の際には、より効率的に対応していく
こととする。

・�初動調査において、迅速な店舗に対する要請をした
こともあり消費者等の購買に混乱はなかった。

２－（２）�食品表示の監視やトレーサビリティ・シ
ステムの導入・普及

　【目標】
　・不適正な食品表示の割合が前年度に比べ減少

【評価】　　　　　　
・ 当局管内の一般調査において、米穀を除く全商品に

原産地表示をしていた店舗数の割合は、16年度74％
であったが、17年度上期では、81％に上昇しており、
食品表示ルールの遵守につながっている。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　○食品表示の適正化のための監視強化
　・生鮮食品等の表示実態調査
　　ア　�一般調査（年間を通して生鮮食品の義務表

示の遵守状況について調査を実施）
　　イ　�特別調査（年４回それぞれ品目（加工食品

を含む）を特定して原産地等の根拠につい
て調査を実施）

　・�社会的関心が高い品目等について表示の真正性
の確認調査

　・�有機農産物、特別栽培農産物、「無農薬」等の表
示が付された農産物の表示に関する店舗調査

　・ 消費者、食品表示ウォッチャー等からの食品表
示110番への情報に対応した個別業者への任意調
査等の実施

　・ 食品表示制度の啓発を図るため食品表示地域
フォーラムを開催（11月、１月）　

・�一般調査や特別調査において、違反事例は後を絶た
ず、引き続き監視指導活動の徹底が必要である。

・�消費者から多くの参加があり、アンケートでも生産
者、流通業者等の意見交流の橋渡しとなるとの高い
評価もあり、表示制度等の普及・啓発のためフォー
ラムを開催していく。

　○トレーサビリティ・システムの普及・定着
　・牛肉トレーサビリティ制度の普及・定着
　　ア　生産者、流通業者への立入検査の実施
　　イ　ＤＮＡ鑑定のためのサンプル採取の実施

　・�消費者の信頼の確保に向け、問題食品の速やか
な回収や原因の究明、生産者と消費者の「顔の
見える関係づくり」などが可能となる食品（国
産牛肉以外）のトレーサビリティ・システム（生
産流通履歴情報把握システム）について、費用
対効果を検証の上でこれを導入しようとする者
への支援を促進

　　　ア　�トレーサビリティ・システム導入への支
援

　　　イ　セミナーの開催（10月～ 11月）

・�生産者、精肉小売店の約８割程度に巡回点検指導を
実施し、関係者に対する制度の周知が浸透した。

・�その一方、個体識別番号の不適切な表示が見られる
ことから、局独自に立入検査マニュアルを作成し、
より効率的に生産者、流通業者等に対する調査と指
導を実施していくこととする。

・�ユビキタス・コンピューティング技術については、
一般への浸透はまだまだであることから、引き続き、
セミナーを開催し普及・啓発等を図る必要がある。

２－（３）�食の安全・安心に関するリスクコミュニケー
ション

　【目標】
　・消費者等との意見交換を積極的に実施する。

【評価】
・�食の安全・安心に関する情報提供や意見交換会等を

開催し、多くの参加者から意見等が出されるよう努
めた。お互いの意思疎通と信頼関係の醸成が図られ
た。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　○�食の安全・安心に関するリスクコミュニケーショ
ン

　・�食品の安全性に関する情報を提供し、消費者、
生産者、事業者、行政等の関係者による意見交
換会等を開催

　　ア　 消費者等を対象とした「食の安全・安心セ
ミナー」を開催（20回）

　　イ　�食料品に関する消費者の意向を把握するた
め、公募により選定された一般消費者から
なる食料品消費モニターなど関係者との懇
談会を開催（２月～３月）

　・�食の安全・安心に関する法制度の普及・啓発の
ため、個別課題毎に説明会を開催

　　ア　 農薬等の生産資材、ＧＡＰ（適正農業規範）
に関すること（10回）

　　イ　家畜衛生に関すること（10回）
　　ウ　食品の表示に関すること（200回）

　・�消費者等からの依頼に応じ、食の安全・安心に
関する講習会等へ説明者を派遣

　・�関東農政局のホームページ上の食の安全・安心
情報、食育、農村交流などのイベント情報を集
約した「食と農のふれあいプラザ」のコーナー
やメールマガジンによる情報提供を実施

　・�消費者のニーズに沿って情報内容や提供手段を
選定するなど、分かりやすく正確な情報提供を
実施

　・�食料品消費モニターについては、当該年度の登
録者だけでなく、これまでの経験者で意欲的な
方に対しても、食の安全・安心等の情報提供、
地域で実施する各種意見交換会や説明会等への
参加案内、行政との意見交換、個別に実施する
アンケート調査等への協力依頼等を行うことに
より、提供した資料等をもとに地域の人々への
知識の普及につながるよう支援

・�一般の消費者は、食の安全・安心全般に渡る関心が
高いことから、意見交換会や説明者の派遣の際、参
加者や主催者の要望を踏まえた対応に努め、参加者
からは好評をいただくことが多かった。

・�鳥インフルエンザ発生（茨城、埼玉県）の際には、ホー
ムページでの正確な現地情報の提供とともに、消費
者団体への速やかな情報提供に努めた。消費者団体
からは迅速な情報提供があったとの声があった。

　○消費者相談
　・�食の安全・安心に関する事項などの消費者相談

には的確に対応
・�食の安全・安心への高い関心を反映して前年を大幅

に上回る相談件数であり、的確に対応した。



巻
末
参
考

巻末参考

– 308 – 

推　進　事　項 評　価　結　果

２－（４）�望ましい食生活の実現に向けた食育の推
進

　【目標】
　・�栄養バランスの改善や食べ残し、廃棄の減少に

つながるよう、健全な食生活の実現に向けて自
主的な食育の取組主体との連携

　・体験学習の参加者数

【評価】
・�食育推進ネットワーク全体会合や情報交流会、講師

あっせん等を通じて、自主的な食育の取組主体との
連携が図られた。

・�食事バランスガイドの活用実践事例の説明会の開
催、各種イベント等でのＰＲを行い、その普及が図
られた。

　○食事バランスガイドの普及・啓発
　・ ごはん等の穀類を中心とし、野菜、果物、乳製品、

魚などがバランスよく組み合わされた健全な食
生活の実現に向け、適正な食事の摂取量を分か
りやすく示した「食事バランスガイド」について、
食品加工・流通事業者を含むフードチェーン全
体に対してきめ細かな普及・啓発を行うととも
に事業者等の意見・要望も踏まえつつ定着を促
進（説明会を開催：10回）

・�ブロック説明会の開催、活用実践事例の紹介、各種
イベント等でのＰＲに努め、食事バランスガイドの
普及を図り、消費者等の関心は高まっている。

　○「食育推進ボランティア」の育成と活動支援
　・ 都県が行うボランティアの育成のため、講習会

等へ説明者を派遣するなど積極的に協力 
（10回以上） 
また、食育活動に役立つ分かりやすい情報を提
供

　・�ボランティアの活動を支援するため、講師派遣
の要請が外部からあった際にはボランティアを
積極的に紹介するなど、活動の場を提供

・�講習会に説明者を派遣し、食の安全確保の取組や食
事バランスガイドの情報提供を行い食育推進ボラン
ティアの育成に寄与した。

　○�「関東地域食育推進ネットワーク」による食育
推進等

　・ 食育推進ボランティアなど自主的な食育活動を
行っている者に向けて、参加型の情報・意見交
換や人とのつながりの場を提供（11回以上）

　・�行政は、栄養バランスの改善、食べ残しや廃棄
の減少等についての情報提供や講師のあっせん
など、コーディネーター役として支援

・ ネットワーク参加者相互の活動への理解が深まっ
た。また、参加者数は774（17年３月末）から874（17
年12月末）へ増加した。

　○�現場体験を通じた食料の生産過程や食の安全に
ついての理解促進

　・ 消費者と生産者や事業者との間の「顔の見える
関係づくり」を推進するため、消費者と生産者・
事業者との交流の場を設営。具体的には、食育
推進ボランティアや食育推進ネットワーク参加
者と連携しつつ、消費者に、農林水産業の生産
現場、食品の製造・加工・流通過程や地産地消、
伝統・郷土料理などの見学・体験ができる場を
提供（20回以上）

・�農作業体験、加工施設等の見学や参加者と受入団体
との意見交換の実施により、参加者に対し、食の安
全・安心の取組や生産現場の現状等について理解が
深められた。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　○�関係機関、ＮＰＯ等と連携したイベントの開催
等　

　・ 毎年１月の「食を考える月間」等において、関
係機関や地域で自主的な食育活動を行っている
ＮＰＯ等と連携してシンポジウム、イベント等
を開催（10回以上）

　・�農政局において、医師等の専門家と連携して家
庭の主婦など一般消費者に向けて「食」に関す
る情報提供、意見交換を行う「食育塾・関東」
を開催（年４回）

　・�食育に関する出前講座については、食育の取組
が国民的運動につながるよう、地域におけるコー
ディネーター役として食育推進ボランティアや
食育推進ネットワーク参加者等を紹介するなど
の調整を実施（自ら講師として実施するものは、
食の安全・安心に関する内容に重点化）

・�各種イベント等を通じ、食事バランスガイドなど食
や健康に関する情報提供を行い、食育推進の必要性
について、参加者の理解が深められた。

３　食と農の相互理解をコーディネート
　　�複雑化する食料の生産から消費まで、一連の関

係者間での対話と情報交換及び連携を進めるこ
とによる食と農の適切な関係を構築する。

３－（１）�流通・販売・消費を含めた対話と連携の
促進

　【目標】
　・連携事業等を実施する団体・個人の増加

【評価】
・�関東食料産業・先端技術クラスター連絡協議会を立

ち上げたとともに、交流会やセミナー、展示・発
表会を行うなど会員相互が連携して活動する体制が
整った。会員数は徐々に増加している。

・�今後は、食料産業・先端技術クラスターの具体的な
取組を促進することが必要。

　〇�流通・外食・食品加工・専門小売・生協等のよ
り川下に近い立場から、それぞれの「顔の見え
る関係作りへの取組」に対する支援等について
検討

　・意見交換会を開催　年２回程度（７月、12月）

・�今回の取組では川下の消費者までの参画を得るまで
に至らなかった。しかし、セミナーには生活協同組
合関係者の参加があり、関心があることがうかがえ
た。今後、「食の安全と消費者の信頼の確保」の観
点から継続して検討する必要がある。

　〇�農業と食品産業をはじめとする産学官の連携強
化

　・管内における食料産業クラスターの育成支援
　　ア　�食料産業（食品産業、農業、関連業種）に

関わる産学官のネットワークの構築 
（連絡協議会の設置）

　　イ　 シンポジウム・先端技術交流会等の開催 
（11月）

・�技術成果展示会、シンポジウム等への参加を通じて、
会員間の交流が図られた。

・�今回取り組んだイベントへの出展・参加希望を、管
内の食料産業関係者に取ったところ、定数を上回る
申し込みがあり、地域レベルでの食料産業関係者間
での連携による、新たな事業創出への期待の高さが
うかがえた。今後もこの取組を継続する。



巻
末
参
考

巻末参考

– 310 – 

推　進　事　項 評　価　結　果

　・�他省庁機関等と共に関東ブロック地域科学技術
振興協議会を通じた、地域の企業、自治体等地
域関係機関との連携を促進

　　　�関東ブロック地域科学技術振興協議会の開催
（１～３月）

・�農林水産省の競争的研究資金等を紹介することによ
り、食料産業に関わる産学官連携を促進することが
出来た。

・�他府省との連携による地域科学技術振興の体制整備
が確立され、連携した活動の一つとして農林水産省
の地域科学技術政策を紹介することにより、食料産
業と他産業との連携による食料産業振興に関わる産
学官連携を促進することが出来た。

　○�業務用野菜の多様なニーズへの的確な対応によ
り産地の構造改革を推進（再掲載）　　

　・生産者と実需者との情報交換会等の実施（10月）・�参加者アンケート回答結果によると、情報交換会は
参考になったと評価している。また、加工・業務用
への国産野菜の安定供給に対する関心が高まってき
ていることから、今後も取組を継続して実施してい
く必要がある。（再掲載）

・�参加者アンケート結果によると、研修内容は参考に
なったと評価している。今回の取組は実需者と産地
の取引推進の機運を高める効果があることから継続
して実施していく必要がある。（再掲載）

３－（２）地産地消の一層の推進
　【目標】
　・�地産地消の取組目標を設定した自治体への積極

的な働きかけ

【評価】
・ 農政局内に立ち上げた、地産地消推進部会による

キャラバンの実施や地産地消読本の配布による取組
の成果により、管内169市町村で地産地消推進計画
の策定が推進された。

　〇�管内の地産地消の取組を計画的に推進するため、
局内体制を整備

・ セミナーの開催は、地域での地産地消の取組に反映
するための情報・事例収集等の場として効果があっ
た。

・ 地産地消推進計画の策定促進には、地産地消推進部
会を通じたキャラバン等の取組が効果的であったこ
とから、地産地消推進計画の策定目標160（市町村数）
に対して、125件（関係市町村数で169）で策定され

（策定予定を含む。）、目標が達成された。

・ 地域の統計・情報センター等での会議の機会を通じ
て、地産地消推進計画の策定の必要性を説明し、市
町村や農協等との意見交換をすることも有効であっ
た。

　○�学校給食における地場産農産物の利用促進を図
るため、消費者やＰＴＡ等と生産者、事業者と
の間での地域の旬の食材等に関する意見交換の
場を提供

・�学校給食における地場農産物を使用した具体的事例
を紹介することにより、子どもたちへの効果的な食
育の取組方法について関係者の理解が深められた。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　〇�地産地消について、農業者と消費者の顔の見え
る関係づくりの構築に資するためのパンフレッ
ト等啓発資料の作成・配布　

・�地産地消のホームページの開設と掲載情報の充実、
パンフレットの作成・配布、表彰事業等により、よ
り一層の地産地消の運動として広がりを支援してい
く体制が整った。

３－（３）米・野菜・果物の消費拡大への取組推進
　【目標】　
　・関連団体等の連携活動件数の増加

【評価】
・�米飯給食の週３回程度実施を目標に県、市町村の首

長及び教育委員会等への要請等に取り組んだ。特に
回数の少ない神奈川、東京を重点的に行い、回数の
増加につながった。

・�関東管内の全都県で米粉食品を普及するための協議
会が設立された。米粉フェスタ、米粉パンの調理実
演会の開催は好評を得ることができた。

・�野菜、果物等の消費拡大への取組として実施した、
消費者の健康志向への関心を背景とした機能性食品
としての面の説明や消費者の食料産業現場への見学
会等は国産農産物の確保の大切さを消費者に具体的
に認識させることができた。

　〇�各種主体等と連携した米の消費拡大への取組 
（取組内容の充実と参加団体数の増）

　・�都県、関係団体との連携による米消費拡大事業
の推進

　・米粉利用食品の普及推進
　　ア　都県取組母体の発足
　　イ　調理実演会の開催
　　ウ　米粉利用食品に関する情報の受発信

・�米消費拡大事業については、国庫補助事業でもある
ため、事業の効果等について確認が必要であり積極
的に関与していく。

・�米飯学校給食の実施回数については、市町村で決定
していることから、実施回数の少ない市町村につい
ては、回数増加の要請と意識の改善を図った。

・�各都県において協議会が設立されたことから、きめ
細かな普及推進活動を展開しながら、米粉食品の需
要拡大を図ることができる体制となった。

・�各地で米粉パン等の調理実演会を開催、好評を得て
いる。

・�米粉食品の普及推進活動は全国規模での広がりを見
せており、全国での情報を関東管内の関係者に提供
することにより、さらなる普及を図った。

・�米粉食品の普及のために各種イベントを通じて一般
消費者に紹介することにより認知度を高める取組の
拡大を図った。

　○ 米麦の生産者団体、流通業者、加工業者、実需者、
消費者との意見交換会の実施（11月）

　・�管内９農政事務所において、米麦を取扱う主要
食糧関係業者並びに消費者との意見交換の場を
設け、米政策改革の円滑な推進及び麦政策改革
の着実な進展に向けて必要な情報の収集並びに
啓発の実施

・�製粉企業への情報提供及び意見交換ができ、連携強
化が図られた。

・�販売業者に対する適確な情報提供ができ、関係業者
との連携強化が図られた。

　〇野菜・果物の消費拡大の促進
　　�野菜・果物健康食生活協議会活動を通じた消費

の拡大
　・ 第３回野菜・果物健康食生活セミナーの開催 

（11月）
・�本セミナーを通して野菜・果物摂取の重要性につい

て理解促進が図られた。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　・野菜（果樹）産地交流会の開催（８月） ・野菜、果物の流通現場に対する理解が深められた。

４　�農業・農村の地域資源活用と住み良い循環型社
会の構築

　　�地域資源の保全管理・活用に向けた取組、農業
コミュニティビジネス、都市と農村の交流活動
を促進し、国民の農業の多面的機能や農村に対
する期待に対応。

　　�また、バイオマス等の地域資源の利活用に係る
地域の工夫を支援し、循環型社会の構築を推進

４－（１）バイオマス利活用の推進
　【目標】
　・バイオマスタウン構想策定市町村の増
　・�事業実施に向けて積極的な働きかけを行う 

（次年度実績にて評価）

【評価】
・�バイオマス利活用の重要性について普及・啓発を

行った結果、関係者の理解が進みバイオマスタウン
数が増加した。

・�バイオマスの環づくり交付金の活用について、県、
市町村に働きかけた結果、その活用が進んだ。

　〇 「バイオマス・ニッポン」の実現に向け、管内
におけるバイオマスタウンの構築を目的に、関
係省庁地方支分部局、都県等の関係機関と連携
を図り、バイオマスタウン構想の策定市町村の
増加に向けた啓発普及活動等を実施

　・ バイオマス・ニッポン総合戦略関東地域連絡協
議会の開催（10月頃）

　・シンポジウムの開催（１月頃）

　・ バイオマス利活用の普及・啓発を図るため、取
組事例集の作成・更新（５月頃）

　・ バイオマス利活用の取組を地域に対し具体的に
提起していくための検討を行うため、バイオマ
スエネルギー（バイオディーゼル、メタン化、
炭化）推進検討会を設置（７月頃）

・�各都県で取り組んでいるバイオマスの研究事例につ
いて、情報の共有化を図っていくこととなった。

・ 200人程度の参加があり、バイオマス利活用の取組
について、普及啓発が図られた。

・�管内におけるバイオマス事業の取組について、ＰＲ
することができた。

・�管内のバイオマスエネルギーに関する事例を把握す
ることができた。しかし、先進的な取組事例がまだ
少ない状況にある。

　〇�バイオマスタウン構築の推進に向けたバイオマ
ス利活用に係る施設整備の取組

　・ バイオマスタウン構想を策定する市町村に対し
て研修会を開催し、先行地区の事例を参考にバ
イオマスの環づくり交付金の普及啓発を図る。

（８月、10月頃）

　・ バイオマスの環づくり交付金の推進及び継続地
区の実施促進を目的として、各市町村に対して
事業目的を十分理解出来る様に検討会や先行地
区の現地調査の実施（７月頃）

・�市町長に普及啓発を行った結果 
千曲市においてバイオマスタウン構想の策定がなさ
れた。 
企業の交付金活用に対する高い意欲が確認できた。 
バイオマス利活用（ハード）を計画中の県、市町村
からの問い合わせが多くなった。

・�現地研修会や交付金の個別相談等に対応し、バイオ
マス利活用に係る施設整備の推進を図った。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　〇�家畜排せつ物の利用の促進及び啓発活動 
（再掲載）

　・�たい肥の需要側と供給側を結ぶシステムづくり
の推進

　　ア　優良事例の調査・分析（～ 10月）
　　イ　 地域における需要側と供給側を結ぶシステ

ムづくりの啓発活動（10月～３月）

・�たい肥の需要側と供給側を結ぶシステムの推進に資
するたい肥の需給リスト及び優良事例集を作成し、
今後の啓発活動に利用することができることとなっ
た。

４－（２）�地域資源の保全管理、活用に向けた取組
の推進

　【目標】
　・景観農業振興地域整備計画の増
　・農業農村整備実施における環境配慮の促進
　・エネルギー有効活用の理解促進

【評価】
・ 資源保全施策については、実態調査の実施により制

度設計に寄与した。また、説明会等の開催により施
策の理解が進んだとともに、92モデル地区を選定す
ることができた。

・ 美しい農村づくりを進めるため、景観法制度につい
て市町村に赴きＰＲ、説明を行ったが、関係者の理
解が十分得られなかったため景観農振計画策定への
動きにつながらなかった。

　○�国民共有の財産である農地・農業用水等の資源
を適正に保全管理するための施策を構築

　・�資源保全実態調査の実施により資源保全の現状
を把握

・ 実態調査結果に基づき、保全活動に対する支援の必
要性を確認した。

・ 制度設計に必要な課題が把握できたので、これらへ
の対応や、検証をモデル支援において行う。

・ 19年度の施策の本格実施に向けた啓発普及活動を
行った結果、92地区のモデル地区の関係市町村や土
地改良区等については、施策への理解が浸透した。
モデル地区以外の市町村や土地改良区等についても
対策に対する大枠の理解が得られた。

・ 今後、広範な市町村、土地改良区、集落等に対し、
施策に対する理解の浸透を図り、平成19年度からの
本格導入に向けた取組を進める。

　・�資源保全手法検討調査の技術マニュアル策定の
ための現地聞き取り

・ 関東地域における資源保全の活動内容を明らかにす
るとともに、技術マニュアル（案）の基礎資料となっ
た。

　・�資源保全に関する国民意識調査の実施と情報発
信

・ 全国で総投票数226,252票あり、110地区が「疎水百選」
に選定され、農林水産大臣による認定証が交付され
た。

　○�基幹から末端まで一貫した用水供給機能の確保
と既存農業水利施設等の有効活用のため、適切
な維持保全による施設の長寿命化を図り、効率
的な整備更新や保全管理を推進　

・�基幹的農業水利施設の更新については、県、市町村
の財政状況の悪化から、意欲が低下しつつあるもの
の、食料供給力の強化を図る観点から、国の責務に
基づき、引き続き更新について適切な対応を行って
いく。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　○�エネルギーの有効活用を図るため、農業用水を
活用した小水力発電について、関係機関の連携
強化や啓発普及を促進

・�実証試験の結果、年間を通じた発電システムの実用
化の目途が立ったことを踏まえ、那須野ヶ原土地改
良区においては、将来的な維持管理の負担軽減等に
資するため、本発電システムの本格導入が決定され
るなど、エネルギー有効活用の取組がすすんでいる。

　○地域の個性ある美しい農村づくりの推進
　・�景観法（景観農業振興地域整備計画）の普及啓

発
・�本年度６月の景観法全面施行を受け、直接市町村に

赴き景観農振計画の策定を促したが、
　①�市町村の合併に伴い、農振法に基づく農振整備

計画の見直しを優先、
　②都市計画部局と足並みを揃えて今後検討する、
　③�農振制度を適正に運用することで景観を保全し

ていく、
　�等の理由から本年度、景観農振計画の策定に至っ

た市町村は無かった。
・�今後とも、景観法制度について管内市町村の理解を

深めるとともに景観農振計画の策定を誘導するた
め、さらに市町村を対象に、制度のＰＲ・説明等に
取り組む必要がある。

　・ 景観法に関連した事業実施について、学識経験
者等から意見を得るために「水とみどりの美の
里懇談会」を開催し円滑な施策の実施を促進 

（９月・12月頃、２回）

・景観保全に関する認識を深めることができた。
・�地域の資源や魅力について、学識経験者の専門的見

地からのアドバイスは非常に参考になったとの声が
あった。

　�今後も、魅力ある地域づくりのために、懇談会を
開催して行く。

　〇環境との調和に配慮した農業農村整備の推進
　・�環境との調和に配慮した農業農村整備の実施を

一層促進するため、本省での検討状況を踏まえ
つつ、国営事業地区単位の環境配慮基本計画を
検討

・�今後も国営事業所等において国営事業環境配慮基本
方針の策定に努める。

４－（３）農業コミュニティビジネスの推進
　【目標】
　・�農業関連コミュニティビジネスの支援事業の増

【評価】
・ 事業初年度のため事業化には至らなかったものの、

本事業は18年度より地方に税源移譲され、今後は地
方の裁量により実施されることとなった。

　〇 農業に関連したコミュニティビジネスの起業等
により農村地域の活性化を図るため、ソフト支
援（Ｈ17 ～）を行うなどにより、制度の普及・
啓発を図る

　・�農業関連コミュニティビジネスの支援事業の普
及啓発

・�市町村を対象に本制度のＰＲ等に取り組んだとこ
ろ、内容への理解を示してくれたものの、具体的な
取組については今後検討していくとの意向であっ
た。
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推　進　事　項 評　価　結　果

４－（４）都市と農村の共生・対流の推進
　【目標】
　・共生・対流交流人口の増　
　・都市農業振興対策関連事業（交付金申請）の増
　・農業の多面的機能への理解の浸透を図る

【評価】
・�関係府省地方支分局並びに都県と連携し、支援方策

の検討やシンポジウムの開催、情報の共有化などに
より都市と農山漁村の共生・対流の取組の推進が図
られた。

・�都市農業検討ＰＴを立ち上げ、都市農業の持つ緑地
空間形成や防災時の避難場所の提供等、都市農業の
持つ多面的機能について検討し、都市農業の現状、
課題及び対応方向について報告書を取りまとめた。

　○��都市と農村が相互に補完し合う共生・対流の実
現及び新たなライフスタイルの確立

　・ 共生・対流副大臣プロジェクトへの対応（農業
体験、現地検討会）（４月29日）

　・ 「都市と農山漁村の共生・対流の推進に関する関
東地域連絡協議会」の開催（７月頃）

　・共生・対流シンポジウムの開催（11月頃）

・�関東管内関係地方支分局及び都県との連携、情報の
共有が図られた。

・�一般参加者が３割と多く国民の関心の高さがうかが
えた。

　○都市農業施策を推進するための取組を実施
　・心から落ち着ける緑地空間の形成の調査を実施
　・�防災協力農地としての協定の締結等の調査を実

施
　・�農産物の直接販売、市民農園、学童農園等にお

ける農業体験や交流活動の調査を実施
　・ 都市農業ビジョンづくりの支援（３月まで、２

地区程度）

・�都市農業検討ＰＴによる意見等を、政策提案「都市
農業・農地の維持保全、多面的機能発揮のための支
援施策の充実」に反映した。

　○「農の福祉力の意見交換会」を開催
　・ 農の福祉力について、国民の意識の高まりに資

するため、高齢者ケア、障害者ケア等の取組発
表と意見交換会実施（８月頃）

・�「農の福祉力」について理解の増進と取組気運の醸
成を図った。

５　地域に根ざした情報の受発信の推進
　　�地域における関係者間のコミュニケーションの

推進、情報の受発信、統計・情報の収集・分析
により、施策等の円滑な実施に資するとともに
現場のニーズを把握し施策への適切な反映を行
う。

５－（１）�地域における関係者等とのコミュニケー
ションの推進

　【目標】
　・�地域における幅広い関係者等との意見交換を通

じて農業施策の相互理解の増進を図る。

【評価】
・�新たな基本計画の説明会の開催等により、関係者へ

の内容の周知・徹底が図られた。

・�管内各地域の農業、経済、マスコミ等の関係者との
意見交換会を通じて、地域農政に対する意見や要望
を聴取するとともに、地域農業の現状を把握するこ
とができた。
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推　進　事　項 評　価　結　果

・�マスコミとの現地調査やモニター及び地域住民との
交流等、地域でのコミュニケーションを活発化させ
るべく取り組んだ結果、地域住民等から農業の多様
な役割が理解できたとの評価が得られた。

　〇新基本計画の説明会の開催
　・ブロック説明会の実施（４月） ・�ブロック及び都県段階の説明会だけでなく、地域段

階においても積極的に説明会を開催したことによ
り、多くの管内関係者に対し、新たな基本計画の内
容について周知徹底を図ることができた。

　・各都県別単位で実施（５月）

　〇「関東の食と農業・農村を語る車座座談会」
　・ 農業者や流通・加工業者、消費者と直接、食料・

農業・農村を巡る課題等について、現地で意見
交換を行い、共通理解の醸成と連携等を深める
ことを目的に開催 

（６・７月以降、年５回）

・ 現場で取り組む農業者等との意見交換により、施策
推進上の課題等を明確化した。 
また、意見交換の開催をプレスリリース等により広
く周知（新聞掲載７回）するとともに、開催後は、
概要、議事録をホームページで公表し、国民の理解
の醸成に供した。 
今後、更に効果的な開催方法等の検討を進める必要
がある。

　〇「地域リーダー・有識者との意見交換会」
　・ 基本計画に基づく施策を推進するに当たっては、

管内各地域での取組や経験などを十分に学びつ
つ進めることを目的に実施（８月を除き毎月実
施）

・�プレスリリース等により広く開催の周知を図り、局
内外からの参加を呼びかけ、開催後は、概要、議事
録をホームページで公表し、国民の理解の醸成に供
した。

　〇「地域農政に関する市町村長懇談会」
　・ 農政の主要課題をメインテーマに置き、取組内

容等の情報の共有化等により各種取組の促進を
図る目的で開催 

（６月に担い手育成をテーマに実施、第２回目は
秋以降）

・�出席市町村の意見・要望に対する関東農政局側から
の回答を基に活発な懇談がなされた。各市町で「都
市と農村の共生・対流」など具体化に向けた取組が
実践され、それに伴う課題や要望が明確化した。

　〇「報道関係者との懇談会」
　・�新たな基本計画や関東農政局の取組（行動計画）

についての理解を得ること等を目的に開催 
（６月）

・�現地調査及び懇談会により管内農業の現状と課題や
関東農政局の取組について説明。支局長からは、継
続開催の要望もあり、今後とも開催する。

　〇「経済団体との意見交換会」
　・ 農政諸課題や連携取組について、相互理解の増

進に資するため、管内８県の経済団体関係者と
意見交換会を開催 

（11月、２月の年２回）

・ 本年度は１回の実施となった。取組結果としては、
意見交換会は双方にとって有効との評価が得られ
たが、商工と農の連携や高齢者対策等の具体的な地
域施策については、県単位での議論が有効との声も
あったことから、対象の範囲、開催時期等の運営に
関して工夫が必要である。

・ 開催後、概要をホームページで公表し、国民の理解
の醸成に供した。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　〇「大学での特別講義」
　・千葉大学、東京農業大学で実施 ・�食料・農業・農村をめぐる最近の情勢や課題につい

て、第一線で農政に携わっている農政局幹部が講義
を実施したことにより、大学生の農政への関心を高
めることができた。 
ただし、内容が難しすぎるとの指摘もあり、来年度
は講義内容を工夫する必要がある。

　〇「報道関係者との現地調査」
　・�農業・農政に関する理解の促進を図る目的で、

報道関係者を対象とした現地調査を、管内各都
県において年１回開催（新聞への掲載）

・�記者からは、現地調査により各都県の特色ある農業
について質問が出されるなど活発な意見交換が行わ
れ、各都県の取組について新聞掲載されるなど効果
的な情報提供が図られたが、年度越えや年度末に集
中して実施していることから、年度当初に各都県で
実施計画を作成するなど、計画的な実施が必要。引
き続き取組の成果と課題等についてアンケートを実
施するなど、統計・情報センターの間で企画・実施
段階における工夫点等の共有化を図り、引き続き実
施する。

　○「テレビ埼玉との懇談会」
　・�農業・農政に関する理解の促進を図り、マスコ

ミの関心や意見・要望を収集することを目的に
テレビ埼玉との懇談会を開催

・�関東農政局の施策について情報提供し、農業・農政
について理解の醸成に供した。懇談により相互の連
携強化が図られたが、更なる関係構築が必要

　○�統計・情報センターによる政策・現地情報の発
信とモニター交流会等による情報の収集

　・地域内のメディアとの連携 ・�地域マスコミに対しては、積極的な情報提供及び原
稿の投稿を実施したことによって、紙面に取り上
げてもらえるようになったが、これからはテレビ局
でも取り上げてくれるような内容の検討も必要であ
る。

　・�管内各統計・情報センターにおいて地区別協議会・
モニター交流会等をそれぞれ年１回開催

・�モニター交流会では、地域のニーズに合った政策課
題をテーマとして情報の提供及び意見交換をおこな
うことにより活発化し、関係者間の交流を図る場と
しても活用された。

・�地区別協議会では、農林水産統計調査結果に対する
共通認識の形成が図られるとともに、地域農政推進
に係る関係者への説明、意見聴取の場として活用さ
れた。

　○�農業農村のもつ多面的機能に関する広報活動（シ
ンポジウム、ウォーキング等）の充実

　・ 水・土・里の役割等についての都市住民の理解
の促進を目的としたシンポジウムを開催 

（８月３日）

・�来場者に、水土里を守る必要性を認識させた。 
また、会場では資源保全や農業農村の多面的機能に
関する展示を行い好評だった。

・�今後も農業農村整備の理解促進を目的としたシンポ
ジウムを継続して開催していく。

　・ 東京都民を対象に、都内の農業用水路の役割等
について理解の促進を目的としたウォーキング
を実施（11月）

・�都内に残る農業用水に対する認識を新たにするとと
もに、その役割について理解が得られた。引き続き
農業用水の役割をＰＲするイベントとして継続して
開催していく。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　・�多面的機能の理解を促進するため、「田んぼの学
校」の活動を支援（田んぼの学校入賞地区発表
会の開催）

・�全国から14団体が表彰され、活動内容の発表を実施。 
農業農村整備の多面的機能の役割が認識された。

　○地域住民に対する国営事業のＰＲ
　・�国営事業に関する地域住民の理解の促進を目的

とした「みんなの現場見学会」を実施
・�見学会を通じ、事業の必要性に関する理解が得られ

た。今後も継続して行く。

５－（２）�各種施策や開催情報等、地域の実態等に
関する情報の発信

　【目標】
　・新聞記事掲載回数の増

【評価】
・�多様な媒体（広報誌、ホームページ、パンフレット

等）により、新たな農業施策、現地情報、地域で活
躍する人材の紹介等の情報提供に努めた結果、新聞
記事への掲載回数が増加した。

・�引き続き多様な媒体を活用し情報の受発信に工夫を
加えながら取り組んでいく。

　○�取りまとめ統計・情報センターによる地域情報
交換会の開催

・�単独で設定するのが難しい場合は、他の会議の場を
活用するなどの工夫により意見交換会が図られた。

　○�地域の様々な分野で活躍する人材を地域の活性
化等に活用することを目的として構築した「農
業農村人材バンク」のより一層の普及と活用を
図る

　・人材バンクへの照会件数の増加を図る

・�地域の様々な分野で活躍している人材を活用するこ
とに努めた。

　○�多様な媒体による施策の紹介（ホームページ、
広報誌、メルマガ等）

　・アクセス数や会員数の増加を図る

・�ホームページ・アクセス数については、話題性によ
り月によって件数に変動があるものの、メルマガの
読者数は約1.7倍に増加し、広報誌発行部数もやや
増加している。

　○報道機関への開催情報等の提供
　・�意見交換会、フォーラム等の開催情報やアンケー

ト調査結果等のプレスリリースを行うとともに、
記者レクを積極的に実施し、新聞等への掲載を
通じて開催目的等のより一層の浸透を図る

・�消費者、生産者等を対象としたセミナー、説明会等
やアンケート調査等については、プレスリリースを
行うとともに記者レクを実施し、積極的な情報の受
発信に努めた。

５－（３）各種統計・情報の収集及び分析
　【目標】
　・地域農政を推進するための基礎資料の作成

【評価】
・�統計データ等の発表、管内のＵＪＩターン就農者の

現状や課題を明らかにした分析書の刊行・提供等を
通じて地域農政を推進するための基礎資料として活
用された。

・�政策ニーズにあった「集落営農の組織化の事例」、
市町村、ＪＡに対して「輸出取組に関するアンケー
ト」等の調査分析を実施し、施策の推進に役立てた。

・�管内の都県に立ち上げた地域情報ネットワークでは
参加団体間のネット上での情報提供が動き出し、利
便性が向上したとともに、各参加団体間の交流が促
進された。
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推　進　事　項 評　価　結　果

　〇地域農政ニーズに即した統計分析等の実施
　・ 地域農政を推進する上で、緊急かつ重要な課題

について、局内の施策担当部署との連携により
加工・分析等を実施

　・ 新基本計画の地域での推進に必要な分析を実施 
具体的には、地域における担い手の育成・確保
が重要な課題であることから、集落代表者を対
象に、担い手の有無等を把握し、この結果と既
存データを組み合わせた加工・分析を実施

　・ 「農林業センサス結果の概要」（関東版）を作成し、
調査結果の普及拡大を図る（発行部数：2,000部）

・ 今後、作成した34件の分析書を対象に評価を行い、
優良図書を選定する。

・�管内におけるＵＪＩターン就農者の多様な現状を把
握するとともに、今後の新規就農における課題を明
らかにし、分析書として刊行した。

・�年度内の発表項目のうち主な項目について総合的に
取りまとめたパンフレットを作成するとともに、局
内及び管内の関係機関へ配付、局ホームページへの
掲載を通じてセンサス結果の広報・普及が図られた。

　〇地域情報ネットワークの構築
　・�取りまとめ統計・情報センターを中心に、生産者、

自治体、ＪＡ、生協、消費者など地域関係者間
の連携を図りながら、その地域における農林水
産情報を迅速に分かりやすく提供できる機能の
整備

　・�更にネットワークを活用した会員間の意見交換
会を実施

・�各参加団体が発信している地域における農林水産業
に関する情報、消費者と生産者との交流情報（イベ
ント）などの提供が図られた。

・�団体間の意見交換ができる体制ができた。今後は、
極力対面会議形式で意見交換ができるように努め
る。

　○�地域にスポットを当てた意向調査やモニターア
ンケートを実施

・�地域の行政ニーズに合ったアンケートを実施し、そ
の実態を明らかにすることができた。また、ホーム
ページ等で公表した（輸出アンケート）。

　○�対面による地域情報の収集、取りまとめ、活用
の推進

・随時、提供した。

　○�現地事例情報及び現地情報の充実、活用の推進 ・随時、提供した。

６　食料自給率向上に向けた取組
　○地域の食料自給率目標設定の働きかけ ・ 働きかけの結果、都県農業振興ビジョン等の見直し

に併せ、新規に食料自給率目標を設定した県は２県
増え、設定県は10都県中６都県となった。 

（①新規設定県：茨城県、栃木県、②既設定県（見
直し）：群馬、③既設定県：埼玉県、東京都（※）　
神奈川県（※） 
注：※印の都県は品目別自給率目標を設定）
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平成１７年度　農政局日誌(主な行事一覧)
部名：企画調整室

日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
4/11
(月)

食料・農業・農村基本計
画に関するブロック説明
会

局内 新たな「食料・農業・農村基本計画」について

4/19
(火)

報道関係者との現地調査
(第１回)

千葉県内 国民世論の動向に大きな影響をもつ報道関係者に対し、積
極的に農業の実態等の情報を提供

第２回：6/9(木)：長野県内、第３回：11/11(金)：東京都内、第４回：11/30(水)：埼玉県内、第５回：
12/8(木)：群馬県内、第６回：1/27（金）：神奈川県内、第７回：2/1（水）：茨城県内、第８回：3/8（水）：
栃木県内、第９回：3/14（火）：静岡県内

4/26
(火)

地域リーダー・有識者と
の意見交換会(第１回)

局内 食料・農業・農村の現地での取組や経験を学びつつ農政を
推進するために、管内各地で先進的・独創的な取組を進め
ている地域リーダーや有識者を招いて局幹部を含む職員と
の意見交換を実施

「農業界３大常識への挑戦～変人の方程式～」(有)森ファー
ムサービス（茨城県・三和町）

第２回：5/23(月)「学校を中心とした地産地消と食育」循環システム研究会（栃木県・芳賀町）
第 ３回：6/10(金)「郷土食（おやき）を中心とした村おこし（高齢の村民が生涯現役で生き甲斐を持っ

て働ける場を創造）」㈱小川の庄（長野県・小川村）
第 ４回：7/19(火)『栃木県における集落営農の推進について～集団設立３年で法人化「根本営農集団」』

根本営農集団、栃木県芳賀農業振興事務所（栃木県・真岡市）
第５回：9/6(火)「美しい農村景観づくりを目指して」（長野県・開田村）
第６回：11/2(水)「基盤整備から始まる担い手づくり」河内東部土地改良区（栃木県・河内町）
第７回：12/7(水)「日本農業の実際知識」（財）農林統計協会
第 ８回：12/22(木)「不耕起栽培導入による規模拡大の取組」（有）イワセアグリセンター（茨城県・

桜川市）
第 ９回：1/23(月)「メガファームにおける畜産物の安全・安心確保のための取組」（有）グリーンハー

トＴ＆Ｋ（栃木県・大田原市）
第 10回：2/24(金)「経営の多角化を目指したアグリビジネスの創出」（有）ブラウンエッグファーム
（長野県・佐久市）

第 11回：3/10(金)「廃食用油の再燃料化事業等について」ＮＰＯ法人上田広域市民事業ネットワー
ク（長野県・上田市）

5/9
(月)

東京農業大学特別講義
｢日本の食と農の最前線｣
世田谷キャンパス
5/9(月) ～ 10/17(月)
厚木キャンパス
6/1(水) ～ 6/15(水)

東京農業大
学

将来、我が国の農業・農政において活躍する人材の育成を
図るため、国内外における食料・農業・農村をめぐる最新
の情勢や課題について、局幹部による特別講義を実施。「食
育の推進について」、「ＷＴＯ・ＦＴＡをめぐる状況」、「農業・
農村整備の展開方向について」他

5/16
(月)

千葉大学農政学特別講義
5/16(月) ～ 6/27(月)

千葉大学
園芸学部

5/16
(月)

食料・農業・農村基本計
画に関する都県別説明会

管内 17年３月に閣議決定された新基本計画についての説明会

5/16(月)：東京都内、5/18(水)：栃木県内、5/24(火)：千葉県内、5/24(火)：茨城県内・神奈川県内、
5/26(木)：群馬県内、5/27(金)：山梨県内、5/30(月)：静岡県内、5/31(火)：埼玉県内、6/2(木)：長野県内、
6/17(金)：茨城県内
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5/16
(月)

担い手育成に関する意見
交換会

管内 担い手育成に関するパンフレットを用いて「担い手育成・
確保運動」について説明。また、各都県の「担い手育成総
合支援協議会」から地域の状況報告を受け、今後の取組に
ついて意見交換を実施

5/16(月)：東京都内、5/17(火)：長野県内、5/20(金)：茨城県内、5/26(木)：群馬県内、
5/27(金)：山梨県内、6/15(水)：千葉県内、6/21(火)：埼玉県内、6/24(金)：神奈川県内、
6/30(木)：栃木県内、7/6(水)静岡県内

6/21
（火）

報道関係者との懇談会 埼玉県・
さいたま市
局内

農政に関する理解の促進を図るため、食品リサイクルの現
地調査後、「食料・農業・農村基本計画」等について報道関
係者と農政局幹部との意見交換を実施

6/23
(木)

農業経営体代表者との意
見交換会（第１回）

茨城県・
水戸市

局幹部と管内で活躍する農業経営体代表者との意見交換を
通じ、農業経営の現状・課題等の実態を把握し、今後の施
策検討につなげるために実施。16年３月から「農業法人等
との意見交換会」として実施

第２回：7/28(木)：長野県・長野市、第３回：9/30(金)：静岡県・静岡市、第４回：12/20(火)：神奈川県・
横浜市、第５回：1/26(木)：千葉県・千葉市、第６回：3/24(金)：山梨県・甲府市

6/24
(金)

農林水産物・食品等輸出
戦略会議

局内 ジェトロ産業技術・農水産部農水産課担当者による講演「輸
出戦略の提言、東アジアの日本食品市場、ジェトロの活用
法等について」、㈱組合貿易の喜多資材・食品部長による講
演「農産物輸出における物流・マーケティング戦略につい
て」、管内の国輸出促進事業実施４県による取組事例の発表
の後、輸出戦略構築に向けて意見交換を実施

7/21
(木)

関東の食と農業・農村を
語る車座座談会（第１回）

埼玉県・
庄和町

局幹部が地元農業者や消費者の方々と地域における農政上
の課題等について、膝を交え肩肘張らず懇談。
第１回テーマ「水田を中心とした土地利用型農業推進への
取組」

第２回：8/4(木)：テーマ「都市と農山村との共生・対流による地域振興」（栃木県・茂木町）
第３回：10/27(木)：テーマ「地産地消・食育の課題と展望」（東京都・町田市）
第４回：1/12(木)：テーマ「水田を中心とした土地利用型農業推進への取組」（長野県・池田町）

8/2
(火)

都市農業検討ＰＴ（第１
回）

局内 局幹部と管内の自治体、ＪＡ、学識経験者等との意見交換
を通じ、都市農業の現状・課題等の実態を把握し、今後都
市農業の振興につなげるため実施

第２回：9/16(金)、第３回：10/18(火)、第４回：12/5(月)、第５回：12/12(月)、第６回：
12/19(月)、第７回：1/10(火)

8/31
(水)

地域農政に関する市町村
長懇談会(第１回)

局内 市町村長から、貴重な体験や日頃描いている地域農業の将
来像、農政推進上の問題点等について率直な意見を農政局
幹部が直接伺い、今後の農林水産行政の推進に役立てるこ
とを目的として、昭和51年度から開催。テーマ「食料・農業・
農村基本計画の具体化に向けた取組」

第２回：2/9(木)：局内：テーマ「食料・農業・農村基本計画の具体化に向けた取組」
10/6
(木)

平成17年度豊かなむらづ
くり優良集団表彰式

局内 農林水産大臣賞３団体、関東農政局長賞１団体受賞

11/5
(土)
～
11/6
(日)

2005彩の国食と農林業ド
リームフェスタ

埼玉県・
熊谷市

「暮らしのとなりが産地です」をテーマに彩の国食と農林業
の祭典実行委員会が主催。新基本計画、食料自給率、食育
について県民向けにパネル展示。米ビンゴゲーム、玄米100

粒当てクイズ、食育講座、消費者相談コーナーを実施
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11/9
(水)

経営所得安定対策等大綱
に関する関東ブロック説
明会

埼玉県・
さいたま市

「経営所得安定対策等大綱」の３本柱の①品目横断的経営安
定対策、②米政策改革推進対策、③農地・水・環境保全対
策について、本省担当者が説明（全国８ブロックで開催）

11/14
(月)

経営所得安定対策等大綱
に関する都県別説明会

管内 「経営所得安定対策等大綱」の３本柱の①品目横断的経営安
定対策、②米政策改革推進対策、③農地・水・環境保全対
策について、局幹部が説明（10都県12会場で開催）

11/14(月)：群馬県内、11/15(火)：山梨県内、11/16(水)：埼玉県内、神奈川県内、11/17(木)：茨城県内(北)、
11/18(金)：長野県内(北)、11/21(月)：茨城県内(南)、11/22(火)：栃木県内、静岡県内、11/24(木)：
千葉県内、長野県内(南)、11/25(金)：東京都内、のほか随時説明会を開催。

11/15
(火)

バイオマス・ニッポン総
合戦略関東地域連絡協議
会（第３回）

局内 関係機関が一体となって、バイオマスの利活用を推進する
ための連絡協議会（構成員：都県、国の地方支分部局、（独）
農業・生物系特定産業技術研究機構）。第１回は15年に開催。
ＮＰＯ法人・小川町風土活用センター（埼玉県・小川町）
の桑原代表理事による講演

12/9
(金)

農林水産物等輸出促進セ
ミナー

東京都・
千代田区

㈱ホクレン通商の坂井貿易部担当取締役による講演「香港
における日本産食品の輸出現状と今後について」、㈱日通総
合研究所の町田一兵研究員による講演「中国における農林
水産物・食品の物流事情と今後の展望」

1/11
(水)

テレビ埼玉との懇談会 局内 農政に関する理解の促進と連携強化を図るため、食料・農業・
農村基本計画、経営所得安定対策等大綱、食の安全・安心
及び今後の連携等について意見交換を実施

1/18
(水)

ＷＴＯ香港閣僚会議結果
に関する説明会

局内 ＷＴＯ農業交渉に対する農業関係者・団体等の理解の醸成
を図るため、ＷＴＯ香港閣僚会議の結果及び今後の我が国
の対応方針等について、直接交渉に当たっている本省担当
者から説明し、意見交換を実施

1/31
(火)

経済団体との意見交換
会(第５回)

局内 管内の経済団体関係者と、バイオマスなどの循環型社会の
構築や農業分野と他産業の連携による地域活性化、ＷＴＯ、
ＦＴＡなどの農業をめぐる国際的な動きなど当面する農政
諸課題について、意見交換（15年度から実施）

2/17
(金)

遊休農地の有効活用セ
ミナー

局内 各地域における遊休農地の発生防止・活用に向けた取組を
一層推進するため、「平成16年度関東食料・農業・農村情勢
報告」の特集編で「遊休農地の有効活用に向けて～農地は、
未来世代に引き継ぐべき社会共通資本～」を取りまとめ。
そのセミナーとして、優良事例の紹介（神奈川県・秦野市、
長野県・長野市、静岡県・磐田市、奈良県）、耕作放棄地対
策の推進についての説明及び意見交換を実施

2/28
(火)

農林水産物・食品輸出検
討会議

局内 ㈱生産者連合デコポンの佐藤企画部長による講演「野菜・
果実の長期・安定的な輸出に向けた取組」、ＮＰＯ法人アジ
アネットの田中豊代表による講演「九州における意欲的な
輸出の取組」の後、輸出方策・支援策について意見交換

3/6
(月)

平成17年度バイオマス利
活用優良表彰関東ブロッ
ク表彰式

関東バイオマスシンポ
ジウム

局内 　バイオマス利活用優良表彰として、農林水産省農村振興
局長賞、（社）日本有機資源協会会長賞、（社）地域資源循
環技術センター理事長賞、バイオマス活用協議会会長賞を
それぞれ１者に授与。
　本省担当者による講演「バイオマス・ニッポン総合戦略
の展開方向」、バイオマス産業社会ネットワークの泊みゆき
理事長による講演「世界のバイオマス利活用」、受賞４団体
の事例紹介
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3/6
(月)

中国・台湾ブランド保護
対策セミナー

東京都・
港区

作家・経済評論家の邱永漢氏、中小企業基盤整備機構の太
田光雄国際化支援アドバイザーによる、中国・台湾におけ
る日本産農産物のブランド保護対策やブランド確立につい
ての講演

部名：消費・安全部
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
6/14

（火）
関東農政局の農薬に関す
る意見交換会

局内 農薬の適正使用と安全管理について、消費者、生産者、事
業者などの関係者との意見交換（リスクコミュニケーショ
ン）

6/21
（火）

第１回くらしの食育塾・
関東

（第２回： 9/29（木）)
（第３回：11/14（月）)
（第４回： 2/23（木）)

局内 一般消費者を対象に食に関するテーマで講座を実施
「あなたの食事大丈夫？－食生活を見直そう－」
「社員食堂で【大人の食育】」
「始めよう！『健康食生活』」
「かむ・のみこむのしくみを知っておいしく安全に食べよう」

6/27
（月）

「関東農政局高病原性鳥
インフルエンザ対策本
部」（本部長：関東農政
局長）会合

局内 17年6月26日に茨城県下における高病原性鳥インフルエンザ
の発生に対して的確に対応するため、本省における本事案
に関する第１回対策本部の開催に合わせて、局対策本部を
設けるとともに、会合を開催し、茨城県等の関係機関と連
携し、①防疫作業支援等を行うための体制整備、②関係機
関との連絡調整、情報収集、③消費者等への普及・啓発等
を行うことを決定

6/29
（水）

～
4/10

（月）

高病原性鳥インフルエン
ザの防疫作業支援のため
の職員の派遣

茨城県・
埼玉県

茨城県及び埼玉県からの支援要請を受けて、他の関係機関、
団体等とともに殺処分等防疫作業の支援を行うために、職
員を現地に延べ645名派遣

7/26
（火）

第１回食の安全・安心セ
ミナー
 （第２回： 1/24（火）)

局内 食の安全・安心に関する情報を提供し、消費者団体の方と
意見交換を開催
(各地域段階においても、管内各地方農政事務所が主催し、
合計37回実施)

7/28
（木）

りんご火傷病の検疫措置
に関する関東農政局管内
説明会

局内 米国産りんごの火傷病にかかる検疫措置の改正に関する説
明会

9/7
（水）

「食事バランスガイド」
関東地域ブロック説明会

局内 (独)国立健康・栄養研究所の吉池信男研究企画・評価主幹
（フードガイド検討会座長）を講師に「食事バランスガイド」
の活用方法等について、説明会を開催

（各地域段階においても、合計372回実施）
9/9

（金）
食品に関するリスクコミ
ニュケーション
－輸入食品の安全性確保
及び残留農薬等のポジ
ティブリスト制度の導入
についての意見交換会－

千葉県・
千葉市

厚生労働省の担当者による「輸入食品の安全性確保につい
て」、「残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について」
の説明後、厚生労働省、農林水産省、食品安全委員会、千
葉県の担当者、消費者、生産者によりパネルディスカッショ
ンを実施（対象：消費者、生産者、事業者）

－農薬のリスクアナリシ
スに関する意見交換会－
(9/27(火))

神奈川県・
横浜市

農林水産省の担当者による「農薬のリスクアナリシスにつ
いて」、「農薬の登録制度と適正使用について」の説明後、
厚生労働省、農林水産省、食品安全委員会の担当者、消費者、
生産者、事業者によりパネルディスカッションを実施（対象：
消費者、生産者、事業者）
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－食品の安全確保とＨＡ
ＣＣＰ－農場から食卓ま
で－についての意見交換
会 －
(10/21(金))

埼玉県・
さいたま市

国立医薬品食品衛生研究所の山本茂貴食品衛生管理部長に
よる基調講演「食品の安全確保とＨＡＣＣＰ－農場から食
卓まで－」の後、厚生労働省、農林水産省、埼玉県、国民
生活センターの担当者、生産者、事業者によりパネルディ
スカッションを実施（対象：消費者、生産者、事業者）

－輸入食品の安全確保に
関する意見交換会－
(1/13(木))

埼玉県・
さいたま市

成田空港検疫所の橋端食品監視課長による「輸入食品監視
の現状」、厚生労働省食品安全部監視安全課の道野輸入食品
安全対策室長による「米国及びカナダにおける日本向け牛
肉認定施設の査察について」の説明後、成田空港検疫所、
厚生労働省、農林水産省、食品安全委員会の担当者、事業者、
消費者によりパネルディスカッションを実施（対象：消費者、
事業者）

（各地域段階においても、4/13(水):静岡県・駿東郡長泉町ほ
か、管内各地方農政事務所が主催し、合計329回実施)

10/20
（木）

ユビキタス食の安全・安
心システム関東地域セミ
ナー

局内 (株)日本総合研究所・研究事業本部の大澤信一スマートラ
イフクラスター長による基調講演「ユビキタス時代の農業」
の後、「トレーサビリティで築く食の安全・安心システム」
の説明、事例紹介、質疑応答等を実施（対象：消費者、生
産者、食品事業者等）

11/8
（火）

現場体験を通じた消費者
と生産者・事業者との交
流会（局）

埼玉県・
川越市

地域の農業の現状、農産物・食料の生産・流通過程や食の
安全確保の取組等について、消費者・生産者・事業者相互
の理解促進を図るため、消費者を食料の生産現場等に案内
する現地交流会を開催

（3/3(木):埼玉県・桶川市ほか、管内各地方農政事務所が主
催し、合計24回実施）

11/29
（火）

食品表示地域フォーラム
栃木

栃木県・
宇都宮市

内閣府食品安全委員会の中村靖彦委員による基調講演「食
品表示をめぐる最新事情」の後、同氏をコーディネーター
に「消費者が望むわかりやすい食品表示」についてパネル
ディスカッションを実施（対象：事業者、消費者等）

食品表示地域フォーラム
千葉 (1/20(金))

千葉県・
千葉市

(有)リーファース代表取締役・日本オーガニック検査員協会
理事長の水野葉子氏による基調講演「食品表示と食の安心」
の後、同氏をコーディネーターに「生産者と消費者の絆と
しての食品表示」についてパネルディスカッションを実施

（対象：事業者、消費者等）
12/2

（金）
さいたま食育推進ネット
ワーク全体会合

局内 食育推進ボランティア等自主的な食育活動を行っている者
に向けて、相互に活動事例紹介や情報交換を行う会合を開
催

（管内各都県の「地域食育推進ネットワーク」においても、
合計10回開催）

12/15
（木）

米国・カナダ産牛肉等へ
の対応についての説明会

東京都・
千代田区

厚生労働省と農林水産省担当者による「米国・カナダ産牛
肉の輸入再開について」の説明後、質疑応答を実施（対象：
消費者、事業者）（全国９か所で実施）

1/10
（火）
～ 30

（月）

「消費者の部屋」におけ
る「食を考える月間」特
別展示

局内 農政局における食の安全・安心、食育の取組について、パ
ネル展示、パンフレット等の配付を行うとともに、食育推
進ネットワーク参加者の活動を紹介したパネル等も展示
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1/16
（月）

食育フォーラム 局内 有名レストランのシェフによる基調講演「子どもの味覚を
育てる」の後、関東地域食育推進ネットワーク参加者から、
学校給食における地場産物の利用の取組について、事例紹
介、意見交換を実施

3/16
（木）

関東農政局食料品消費モ
ニター懇談会

局内 今後の消費・安全行政の推進に反映させるため、食料品消
費モニター代表と局幹部との間で懇談会を開催

部名：食糧部
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
5/31

（火）
神奈川県米粉食品普及推
進協議会・総会

神奈川県・
横浜市

米の消費拡大等をより一層推進する観点から、米粉の新た
な需要拡大につながる「米粉食品」について関係者間の情
報交換や利用促進を図る。

6/24（金）：米粉ネット群馬・総会：群馬県・前橋市、6/28（火）：東京米粉普及推進連絡会・総会：
東京都・千代田区、7/8（金）：長野県米粉普及推進協議会・総会：長野県・長野市、9/27（火）：
山梨米粉普及推進ネットワーク設立総会：山梨県・甲府市、9/28（水）：静岡県米粉食品普及推進
連絡会・総会：静岡県・浜松市、10/13(木)：ちばコメ粉食品普及会・総会：千葉県・千葉市

2/1
(水)

関東米粉食品普及推進協
議会総会
2006関東米粉フェスタ

局内 米粉の普及・推進を目的に、静岡文化芸術大学文化政策学
部の米屋武文教授による米粉食品の普及に関する記念講演
と新商品の展示試食会を実施

2/17
（金）

米政策改革推進に関する
県・地域協議会等との意
見交換会

長野県・
飯山市

18年産米の生産目標数量の配分の考え方、過剰生産の要因、
新たな需給調整システム移行に向けた課題等について意見
交換を実施

2/20（月）：埼玉県・羽生市、静岡県・静岡市、2/21（火）：千葉県・佐原市、2/23（木）：群馬県・
板倉町、3/8（水）：埼玉県・坂戸市、3/23（木）：栃木県・真岡市、3/24（金）：栃木県・上三川町、
3/28（火）：山梨県・甲府市

2/24
（金）

今後の米の生産・流通・
販売を考える情報交換会

局内 米穀販売業者、加工業者、生産者団体、行政・関係機関等
を対象に、関心の高いテーマを中心とした情報交換を実施

「今後の米の生産・流通・販売について」
　関東農政局 松本食糧部長

「全農米穀事業改革の展開方向について」
　全農 米本常務理事

「残留農薬問題と米の関係について」
　農林水産省消費・安全局 横田農薬対策室長

部名：生産経営流通部（農産課）
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
11/29
（火）

～
11/30
（水）

地域水田農業に係るシン
ポジウム

静岡県内 地域水田農業ビジョンの実現に向け、品目横断的経営安定
対策への対応も踏まえた担い手の育成・確保等の取組を推
進するため、各県、市町村、ＪＡ担当者等に対し、講演と
パネルディスカッションを実施
講演：

「品目横断的経営安定対策の具体的な要件と、当該要件を踏
まえた担い手の育成方策について」
　農林水産省経営局経営政策課 塩川調査官

「地域水田農業ビジョンの実現に向けて」
　ＪＡ全中基本農政対策部 松岡営農総合対策課長
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2/14
（火）

関東地域農業交流セミ
ナー（地産地消の一層の
推進に向けて）

局内 地産地消の地域における活動を事例として紹介するととも
に、筑波大学大学院の永木正和教授による基調講演「期待
高まる地産地消－その意義と課題－」等を行い、地産地消
の運動としての取組を推進

部名：生産経営流通部（畜産課）
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
7/1

（金）
関東地域飼料増産及び食
品残さ飼料化合同行動会
議

 局内 飼料増産及び食品残さの飼料化による飼料自給率の向上を
図るため、関係者による17年度の具体的な取組内容等につ
いての検討、決定

第２回：3/7（火）局内
7/5

（火）
 ～
7/6

（水）

エコフィード（食品残さ
飼料）利用推進シンポジ
ウム

神奈川県・
横浜市、
厚木市

地域における食品残さ飼料化の推進の取組を、関係者が一
体となって支援するための普及・啓発、情報交換、現地検
討を実施

9/8
（木）

飼料増産推モデル地域現
地研修会

長野県・
上田市

飼料増産運動の取組の一環として、関係者が一体となって
地域の実情に応じた効果的な放牧の推進を図るための現地
研修会

第２回：9/16（金）：栃木県・那須塩原市
9/13

（火）
関東地域稲わら畜産利用
の推進に係る意見交換会

局内 国産稲わらの畜産利用を推進するため、17年出来秋分稲わ
らの取組を進める上での問題点、対応策等について意見交
換

第２回：9/20（火）：局内、第３回：9/26（月）：静岡県・静岡市、第４回：9/27（火）：長野県・
長野市 、第５回：9/29（木）：局内

10/5
（水）

関東・北陸・東海管内各
都県飼料作物奨励品種選
定協議会ネットワークの
設立会議

栃木県・
那須塩原市

効率的な飼料作物奨励品種選定調査を実施するためのネッ
トワークの設立及び奨励品種の共同試験を実施するための
要領の作成

10/26
（水）

牛の放牧による耕作放棄
地解消に向けた現地検討
会

群馬県・
吾妻町

耕作放棄地を活用した放牧技術に関する効果実証のための
現地検討会

11/9
（水）

水田における飼料作物の
作付拡大に向けた取組に
関する意見交換会

局内 来年度の水田における飼料作物の作付拡大に向けた取組を
推進するため、具体的な取組計画等について関係者で意見
交換

第２回：11/11（金）：局内、第３回：11/28（月）：局内
11/30
（水）

関東地域肉用牛増頭協議
会現地検討会

群馬県・
伊勢崎市

酪農部門から肉用牛への参入にかかわる課題と対応策につ
いて事例調査と意見交換

12/2
（金）

農作業受託組織の育成に
関する意見交換会

局内 自給飼料の生産拡大を図るためには、飼料生産の組織化・
外部化を推進させることが重要であることから、農作業受
託組織を育成するために、関係者で意見交換

1/18
（水）

関東地域肉用牛増頭協議
会

局内 関東地域における肉用牛生産基盤の拡大を図っていくため
の推進方策をまとめた報告書の承認と今後の活動について
意見交換

3/13
（月）

関東地域肉用牛増頭協議
会研修会

局内 関東地域における肉用牛生産基盤の拡大を図っていくため
の方策の普及・啓発と関係者による意見交換
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部名：生産経営流通部（経営課）
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
6/22

（水）
担い手育成・確保シンポ
ジウム

局内 17年３月に策定された新たな「食料・農業・農村基本計画」
において、将来の我が国農業の担い手となるべき農業経営
の育成・確保を図ることが急務とされ、集落営農の組織化・
法人化を進めるために、シンポジウムを開催。
富山大学極東地域研究センターの酒井富夫教授による基調
講演「集落営農の維持発展」の後、先進地の取組実践者や
行政担当者による事例発表を実施

9/14
（水）

～
9/15

（木）

平成17年度関東先進的
女性農業者研究交換会

（関東ブロック女性起業
フォーラム）

群馬県・
伊香保町、
前橋市

農山漁村のリーダーとなるべき女性農業者を対象に、起業
活動の技術対策や経営管理、マーケティング手法等の資質
向上を図るとともに、管内都県農業者相互の幅広い情報交
換を行うために、ＷＡＮ「女と農」ネットワークの山崎久
民税理士による基調講演「女性起業のステップアップ」、パ
ネルディスカッション、現地研修を実施

12/14
（水）

平成17年度関東ブロック
活き活き女性交流会

局内 農山漁村における女性の地域社会での活動や農業経営の参
画の取組を通じて、男女共同参画の推進に関する情報交換
等を行い、地域でのネットワーク化を一層推進するために、
講演、事例発表、意見交換を実施
講演：

「男女共同参画と認定農業者制度の基礎的概要について」 
　農林水産省経営局普及・女性課　橋本課長補佐
｢経営参画について｣
　（有）降矢農園　降矢セツ子取締役

部名：生産経営流通部（園芸特産課）
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
4/14

（木）
野菜政策に関する研究会
報告に関するブロック説
明会

局内 野菜産地のさらなる構造改革に向け、具体的な取組方針に
ついて説明

6/30
（木）

指定種苗制度改正に関す
るブロック説明会

局内 農薬取締法の改正に伴い、「種苗に使用した農薬履歴を生産
者等に確実に伝達する仕組みが必要」となったことから、
改正した指定種苗制度についての説明会を開催

8/3
（水）

種苗法改正等に関する説
明会（品種保護関係）

局内 種苗法の改正内容をはじめとする品種保護政策等の状況に
ついて説明会を開催

10/21
（金）

野菜の加工・業務用需要
への対応に関する推進会
議

局内 輸入野菜に奪われている加工・業務用需要について、国産
シェア奪還に向けた国内産地の体制強化を図るため実施

11/11
（金）

熱帯フルーツ栽培セミ
ナー

局内 管内の比較的温暖な柑橘地帯、離島・半島地域等の新規作
物導入、担い手確保、遊休農地解消等の諸課題解決のため
実施

12/7
（水）

関東ブロック加工・業務
用野菜情報交換会

局内 輸入野菜が加工・業務用をターゲットに増加していること
から、野菜の生産・流通・消費に携わる関係者を一堂に会し、
国産野菜の安定供給及び実需と産地の提携強化を目的に実
施

3/1
（水）

野菜・果物健康食生活推
進協議会セミナー

埼玉県・
さいたま市

関東の主力作物である野菜・果物について、一般消費者を
対象に野菜・果物摂取の重要性について講演会を実施
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3/17
（金）

関東地域野菜産地強化推
進情報セミナー

局内 輸入野菜に対抗できる野菜産地の構造改革の推進に資する
ため、流通ジャーナリスト（(株)農経企画情報センター代表
取締役）の小林彰一氏による講演「野菜の輸入動向と国内
産地の改革の視点」の後、実需者ニーズの情報提供及び産
地改革の事例紹介を実施

部名：生産経営流通部（食品課）
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
6/28

（火）
関東食料産業・先端技術
クラスター連絡協議会

（略称『関東食料・技術
情報ネット』）運営委員
会

局内 関東地域の食料産業の産学官関係者によるネットワークを
構築し、コスト低減、新商品開発・販路の開拓、環境保全
等に資する情報交換、技術課題の検討や共同研究を推進す
るための交流の場として、「関東食料産業・先端技術クラス
ター連絡協議会」を設置

9/6
（火）

外食における原産地表示
に関するガイドライン説
明会

局内 17年７月28日に策定された「外食における原産地表示に関
するガイドライン」（外食における原産地等の表示に関する
検討会）の普及・啓発を推進するため説明会を実施

11/10
（木）

食料産業クラスター形成
支援交流会

茨城県・
つくば市

産学官連携を通じた地域における新たな製品開発の取組方
策をテーマとした基調講演(メーカー、公設試験研究機関、
行政等)及び意見交換会を実施
基調講演：

「技術を核とした食料産業クラスターの形成について」
　農林水産省総合食料局技術室　坂課長補佐

「地域食料産業の現状と技術的支援方向について」
　茨城県工業技術センター 橋本俊郎 食品バイオ部門長

「アグリビジネスへのアプローチ」
　(株)三菱総合研究所 木附誠一 主任研究員

「伝統産業（醤油醸造業）を基軸とした新たな製品開発の展
開について」
　関口醸造(株) 関口恭史 代表取締役

11/11
（金）

フード・テクノフェアin
つくば

茨城県・
つくば市

関東地域における食料産業界と大学、公設試験研究機関等
との連携・交流を一層推進し、技術移転による新たな事業
を創出するため、千葉大学園芸学部の齋藤修教授による特
別講演「食と農の連携と食料産業クラスター」を開催する
とともに、新技術や研究成果の展示会等を実施

2/9
（木）

知的財産の利活用と地域
産品ブランド化セミナー

東京都・
港区

新たな生産・製造技術等の導入とブランド化を進めるため、
特許の利用促進や地域団体商標制度の利活用セミナー及び
地域産品のブランド化に資する講演会、意見交換会を実施
講演会：

「特許の活用促進に向けた取組み」
　(独)工業所有権情報・研修館流通部 野村部長代理

「農林水産大臣認定TLO AFF TISアイピーについて」
　(社)農林水産技術情報協会 
　　高野博幸 特許コーディネーター

「地域団体商標制度について」
　特許庁審査業務部商標課商標制度企画室 芦葉室長

「地域ブランド化をめぐる課題と展開方向」
　千葉大学園芸学部 齋藤修教授
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部名：農村計画部
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
4/29

（金）
都市と農山漁村の共生・
対流に関するプロジェク
トチーム現地検討会

千葉県・
鴨川市

都市と農山漁村を双方向で行き交うライフスタイルの実現
に向け、都市と農山漁村の共生・対流を推進するため、関
係副大臣からなるプロジェクトチームによる現地検討会を
大山千枚田にて開催し、棚田オーナーと受入農家等との意
見交換を実施

9/30
（金）

水とみどりの美の里づく
り懇談会（第５回）

神奈川県・
大井町

「今後の景観保全や整備のあり方について」をテーマとし、
農村の景観保全を推進する大井町で現地調査を行い、地域
の魅力を活かした今後の景観保全や整備のあり方について
論議

2/2
（木）

グリーン・ツーリズム
関東大会２００６

埼玉県・
さいたま市

「魅力ある田舎暮らしと体験交流を考える」をテーマに、地
域ぐるみのグリーン・ツーリズムを核とした魅力ある農山
漁村づくりとライフステージに応じたライフスタイルを提
案

部名：整備部
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容等
6/2

（木）
中信平二期農業水利事業
看板掲示式

静岡県・
菊川市

中信平二期事業所の開設に伴い、看板掲示式を実施

8/3
（水）

ぐんま水
み ど り

土里フォーラム 群馬県・
前橋市

水土里の果たしてきた役割、農村の資源を守ることの大切
さについて学び、これからの農業・農村の役割、今後の保
全のあり方をみんなで考えるフォーラムを実施

8/19
（金）

農業農村整備事業に取り
組む担い手との意見交換
会

局内 農業農村整備事業に精通し、自ら担い手農家等として地域
農業のリーダー的活動を実践している方々との幅広い意見
交換を実施し、今後の施策展開の参考とする。

11/21
（月）

長野西部農地保全事業所
完工式

長野県・
信州新町

長野西部農地保全事業完了に伴い完工式を実施

12/2
（金）

安曇野農業水利事業所完
工式

長野県・
安曇野市

安曇野農業水利事業完了に伴い完工式を実施

12/16
（金）

西関東調査管理事務所看
板掲示式

静岡県・
菊川市

西関東調査管理事務所の新庁舎完成に伴い、看板掲示式を
実施

3/15
（金）

平成17年度関東農政局所
管農業農村整備事業優良
工事等の表彰

局内 関東農政局が発注する工事及び業務について、成績が優秀
であり他への規範となるものを表彰することにより事業へ
の理解を深めるとともに、設計・施工技術のレベルアップ等、
請負者の意欲の高揚を図り、事業の円滑な施行に資する。

部名：統計部
日程 行事名 開催場所 テーマ・内容
9/28

（水）
農林水産統計協議会

11/18（金）

2/3（金）

東京都・
文京区

茨城県・
水戸市
局内

関係機関・農業関係団体等と農政についての意見交換及び
統計ニーズの把握を行った。テーマ：「東京の食品産業の動
向について」
テーマ：「農林水産統計について」

テーマ：「農産物の輸出促進について」
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平成１７年度　刊行物・パンフレット一覧（主なもの）
部名：企画調整室

発行月 書　名 テーマ・内容
 季刊 いぶき 関東農政局の広報誌。農政局での政策推進や管内地域

の取組を紹介
隔年 2005関東の食料・農業・農村（Ｐ.37） 関東農政局管内の農業、食の安全・安心及び食育、都

市と農村の交流、農政局の概要等を解説
３月 都市農業検討ＰＴ報告書 都市農業が展開されている東京都及び神奈川県の農業

実態について課題及び振興方向の取りまとめ

部名：消費・安全部
発行月 書　名 テーマ・内容

５月 農薬危害防止運動のパンフレット 住宅地等における農薬使用について、農薬の飛散の防
止、適正使用の遵守を周知

６月 家畜の飼養衛生管理基準のパンフレット 家畜の伝染病の予防などを通じて食品の安全性を確保
する観点から、家畜の飼養衛生管理基準の遵守を周知

２月 農薬の飛散防止対策の手引 残留農薬基準にかかわるポジティブリスト制度の導入
に伴う農薬の飛散（ドリフト）防止対策を周知

部名：生産経営流通部（農産課）
発行月 書　名 テーマ・内容

３月 地産地消読本～農業者と消費者の顔の見え
る関係づくり～（p18）

これから地産地消活動に取り組みたいと考えている生
産者、消費者、関係者等の参考として活用してもらう
ためのガイドブック。地産地消の位置付け、一般的な
概念と予想される効果、課題、今後の推進方策、学校
給食における地場農産物の使用状況他

部名：生産経営流通（畜産課）
発行月 書　名 テーマ・内容
年４回
発行 

（7月、 
10月、 
12月、 
 3月）

関東地域飼料増産行動だより（Ｐ．4 ～ 6）飼料増産への取組、増産行動会議の活動状況、優良事
例などを「増産行動だより」として主要市町村、関係
団体、都県などに配布することにより関係者一体と
なった飼料増産運動を展開する。

４月 関東地域の放牧事例＆放牧マップ 管内における放牧事例、放牧状況のマップ及び放牧の
手順を農家等へ紹介し、放牧の推進を図る。

４月 関東地域におけるコントラクター活動事例
集 

管内におけるコントラクターの活動事例を農家等へ紹
介し、飼料生産の組織化・外部化の取組の推進を図る。

12月 18年度の水田における自給飼料の増産を！ 米政策改革の産地づくり対策の最終年度において、同
対策を活用して水田における飼料作物生産の取組が拡
大できるよう、地域水田農業推進協議会等へ働きかけ
る。

３月 国産稲わら自給率100％を目指して 管内における国産稲わらの収集・利用の優良事例を農
家等へ紹介し、稲わら自給率の向上、水田へのたい肥
還元の推進を図る。
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部名：生産経営流通部（経営課）
発行月 書　名 テーマ・内容

３月 「担い手経営安定対策」に加入しよう！ 担い手経営安定対策への加入促進ＰＲと19年産から導
入される品目横断的経営安定対策のならし対策のＰＲ。

３月 平成17年度女性起業活動リスト（P.169） 起業活動を含む女性グループのネットワークづくりに
寄与するための、管内で女性起業活動に取り組む事例
を収録したリスト

部名：生産経営流通部（園芸特産課）
発行月 書　名 テーマ・内容

３月 でん粉原料用かんしょ栽培農家のみなさま
へ

19年度から導入される「でん粉原料用かんしょ経営安
定対策」の周知

３月 関東の園芸特産（P.130） 関東地域の園芸特産物の生産・流通等について編集

部名：生産経営流通部（構造改善課）
発行月 書　名 テーマ・内容

２月 地域農業基盤確立農業構造改善促進対策実
績集（P.235）

地域農業基盤確立農業構造改善促進対策（平成６年度
補正予算から12年度まで実施）で１都９県347地区に
おいて、農畜産物集出荷貯蔵施設、農畜産物処理加工
施設、産地形成促進施設及び乾燥調整施設等の諸施設
を整備していることから、本対策の実績集を都県等に
配付することで、今後の各種事業等の調整等円滑な執
行に寄与する。

部名：農村計画部
発行月 書　名 テーマ・内容

８月 関東管内におけるバイオマス事例集 管内のバイオマス利活用フロンティア事業のうち、都
県より推薦された23地区の事例集

11月 守ろう、活かそう　農地は国民共有の財産 遊休農地の状況、遊休農地の解消に関係する制度・国
の施策、解消の優良事例を紹介し、遊休農地の解消等
を啓発・普及

部名：統計部
発行月 書　名 テーマ・内容
 ８月 平成16年産関東の作物（Ｐ.117） 関東管内における16年産農作物生産等に関する統計を

編集
 ３月 地域の新しい風

－関東の農業構造とＵＪＩターン者の就農
による地域活性化の現状－（Ｐ.46）

2005年農林業センサス結果から関東の農業の姿を捉え
るとともに、UJIターン者の就農事例を収集し、地域
の活性化のために果たしている役割や就農者がかかえ
ている課題等について整理し編集

 ３月 2005年農林業センサスからみた関東農政局
管内の農林業（Ｐ.12）

2005年農林業センサスの関東管内の主要調査結果を図
表化したパンフレット

 ３月 関東農林水産統計－2005－（Ｐ.129） 関東管内の農林水産業に関する統計を中心に関係機関
等で調査した統計も合わせて総合的に編集

 ３月 平成16年度関東の農林漁業経済（Ｐ.120） 関東管内における農林漁業経済に関する統計を編集
 ３月 平成16年関東の園芸と養蚕（Ｐ.127） 関東管内における畜産の生産・流通に関する統計を編

集




